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那須塩原市 大山参道 

大山元帥墓所の参道に植えら

れた樹齢約 90 年のイロハモ

ミジの並木で、新緑や紅葉の

時に美しい景観を楽しむこと

ができます。紅葉の見ごろは

11月上旬から 11月中旬です。 

那須町 ゴヨウツツジ群生地 

ゴヨウツツジ（シロヤシオ）

は敬宮愛子様のお印であり、

中大倉尾根周辺は、国内最大

のゴヨウツツジの群生地とさ

れています。 

棚倉町 棚倉城跡 

丹羽長重が築城した棚倉城の

城跡。春にはお堀の内外に約

500 本の桜が一斉に咲き、追

手門跡の樹齢約 620年の大ケ

ヤキは棚倉のシンボルとなっ

ています。 

 

大田原市 雲巌寺 

八溝山市のふところ深く、清

らかな渓流に沿う境地に、臨

済宗妙心寺派の名刹、雲巌寺

があります。春の新緑・秋の

紅葉・冬の雪景色は見事です。 

 

 

塙町 風呂山公園の山つつじ 

4 月下旬～5 月上旬に約 4000

株の山つつじが咲き誇りま

す。日露戦争後に当時の青年

会により町の希望の花として

植えられ、以来町民によって

育てられてきました。 

那珂川町 広重美術館 

歌川広重の肉筆画や版画を中

心に、浮世絵や近世の美術を

展示しています。 

隈研吾氏の代表作とされる美

術館建築も見どころのひとつ

です。 

 

大子町 袋田の滝 

高さ 120ｍ、幅 73ｍの大きさ

を誇る日本三名瀑の一つ。西

行法師が「この滝は四季に一

度ずつ来てみなければ真の風

趣は味わえない」と絶賛した

と伝えられています。 

矢祭町 矢祭山 

三勝八景があり、山は奇岩怪

石に富み、久慈川の清流とと

もに雄大な景勝地で、四季

折々の景観は素晴らしく、「東

北の耶馬溪」と称されていま

す。 
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１ 定住自立圏及び市町の名称 

（１）定住自立圏の名称 

八溝山周辺地域定住自立圏 

 

（２）圏域を形成する市町の名称 

栃木県大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 

福島県棚倉町、矢祭町、塙町 

茨城県大子町 

 

 

 

 

２ 定住自立圏共生ビジョンの期間 

  平成２６年度から平成３０年度までの５年間とし、毎年度所要の変更を行いま

す。 
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３ 圏域の現況と将来像 

（１）定住自立圏の概要 

現在、日本では、総人口の減少及び少子化・高齢化が進行しており、今後は、

三大都市圏においても人口減少が見込まれております。特に地方圏においては、

大幅な人口減少と急速な少子化・高齢化が見込まれています。 

 また、今後は全ての自治体が国から平等な支援を受けることや、フルセット

の生活機能を整備することは困難になると想定されます。 

そこで、一つひとつの自治体が枠を越えて連携し、その中で互いに協力しな

がら生活機能の整備や施策などを行っていく考え方が重要となってきます。 

定住自立圏構想とは、地域の中心的な役割を担う自治体（中心市）と中心市

と連携する意思を有する近隣自治体が手を取り合って圏域を形成し、様々な産

業、自然環境、歴史、文化など、それぞれの地域の魅力を活用して、ＮＰＯや

企業といった民間の担い手を含め、相互に役割を分担し、連携・協力すること

によって、地域住民のいのちと暮らしを守るため圏域全体で必要な生活機能を

確保し、地方圏において人口定住を促進する施策です。 

 

（２）八溝山周辺地域定住自立圏の経緯 

八溝山周辺地域定住自立圏は、平成２３年１０月に総務省から講師を招聘し

た研修会を開催し、活動をスタートしました。 

大田原市に隣接する複数の自治体に参加を呼び掛けたところ、栃木県内のみ

ならず福島県、茨城県の三県にまたがりそびえる八溝山を取り囲んだ６町（那

須町、那珂川町、棚倉町、矢祭町、塙町、大子町）の参加をいただきました。 

その後、担当部課長等による研究会を立ち上げ、先進事例の視察等を含め計

９回の研究会・分科会を開催し、その間、平成２４年６月には那須塩原市の合

流を経て、平成２５年１月に関係８市町長会議を開催し、同年３月４日に大田 

原市議会本会議において、大田原市長が中心市宣言を行いました。 

中心市宣言後は、八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会を設立するとともに

分野別の８つの部会を設置し、定住自立圏形成協定の対象項目及び取組内容に

ついて協議を重ね、平成２５年１２月に構成する全ての市町の議会で協定締結

議案の議決をいただき、平成２６年１月２７日に合同調印式を開催し、大田原

市と１市６町との間において八溝山周辺地域定住自立圏の形成に関する協定

を締結しました。 

これにより、全国では初めてとなる３県にまたがる定住自立圏域が形成され

ることになりました。 
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（３）圏域人口の推移と見通し 

今後の見通し（市町別）                      （単位：人） 

 2010年（H22年） 2015年（H27年） 2020年（H32年） 2025年（H37年） 2030年（H42年） 

大 田 原 市 77,729 75,901 73,749 71,311 68,643 

那 須 塩 原 市 117,812 118,583 117,911 116,338 114,030 

那 須 町 26,765 26,068 25,027 23,851 22,612 

那 珂 川 町 18,446 17,103 15,844 14,610 13,443 

棚 倉 町 15,062 14,428 13,697 12,979 12,282 

矢 祭 町 6,348 6,021 5,638 5,278 4,937 

塙 町 9,884 9,294 8,611 7,954 7,343 

大 子 町 20,073 18,141 16,344 14,669 13,131 

合 計 292,119 285,539 276,821 266,990 256,421 

出典：国勢調査（平成２２年）、国立社会保障・人口問題研究所 
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2010年（H22年）との比較及び指数（H22年を 100とした場合）   （単位：人） 

 2010年（H22年） 2015年（H27年） 2020年（H32年） 2025年（H37年） 2030年（H42年） 

大 田 原 市 77,729 
▲1,828 

（97.6） 

▲3,980 

（94.9） 

▲6,418 

（91.7） 

▲9,086 

（88.3） 

那 須 塩 原 市 117,812 
771 

（100.7） 

99 

（100.1） 

▲1,474 

（98.7） 

▲3,782 

（96.8） 

那 須 町 26,765 
▲697 

（97.4） 

▲1,738 

（93.5） 

▲2,914 

（89.1） 

▲4,153 

（84.5） 

那 珂 川 町 18,446 
▲1,343 

（92.7） 

▲2,602 

（85.9） 

▲3,836 

（79.2） 

▲5,003 

（72.9） 

棚 倉 町 15,062 
▲634 

（95.8） 

▲1,365 

（90.9） 

▲2,083 

（86.2） 

▲2,780 

（81.5） 

矢 祭 町 6,348 
▲327 

（94.8） 

▲710 

（88.8） 

▲1,070 

（83.1） 

▲1,411 

（77.8） 

塙 町 9,884 
▲590 

（94.0） 

▲1,273 

（87.1） 

▲1,930 

（80.5） 

▲2,541 

（74.3） 

大 子 町 20,073 
▲1,932 

（90.4） 

▲3,729 

（81.4） 

▲5,404 

（73.1） 

▲6,942 

（65.4） 

合 計 292,119 
▲6,580 

（97.8） 

▲15,298 

（94.8） 

▲25,129 

（91.4） 

▲35,698 

（87.8） 

 

（４）圏域の将来像 “持続的、魅力的で幸福感あふれる圏域づくりをめざして” 

   八溝山周辺地域定住自立圏の圏域は、栃木県の北東部、福島県の南部、茨城

県の北西部に位置し、八溝山を取り囲む地域です。３県にまたがってそびえる

八溝山の周辺地域は、清冽な水と豊富な緑に恵まれた地域であります。 

   この圏域は、栃木県北部の拠点地域として中心市にみられるような都市機能

の集積度が高いエリアや、国際的観光地としても名高いエリアが存在し、四季

折々の景観に富んだ自然豊かな地域です。また、圏域全体にわたり歴史的にも

貴重な文化遺産が数多く存在し、那珂川、箒川、久慈川などの大河川が流域を

潤し、関東地方の北部地域と東北地方の最南端地域の自然と多彩な文化が融合

した地域でもあります。 

   圏域内の総人口は 292,119人（Ｈ22）で、10年前の 296,563人（Ｈ12）のピ

ーク時と比較して 4,444 人減少しております。一方で、高齢化率は、23.70％

（Ｈ22）となり、10年前の 19.44％（Ｈ12）と比較して、4.26ポイントも上昇

しました。 

このように、圏域全体において、人口減少や高齢化が進んでいる状況にあり、
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従来の枠組にとらわれない近隣市町による新たな連携・協力により人口減少対

策をはじめとした圏域全体の行政機能の維持・向上を図る取組が必要となって

います。 

また、地方分権の推進による権限強化の一方において、基礎自治体としての

責任範囲が拡大していくことも明白であり、この圏域においても構成する市町

が「選択と集中」、「集約とネットワーク」の視点に立った新しい広域連携のあ

り方に着目し、機能的な連携を図ることによって、個性的で創意豊かな地域づ

くりを目指し、交流から定住に結びつく人口の確保を図りながら持続的、魅力

的で幸福感あふれる圏域づくりを進めていくことが必要であります。 

   そのためにも連携市町は、機能の統合を図り、圏域を一体的かつ効率的な経

営を目指すことを第一義としつつ、圏域内住民のニーズの高度化・多様化にも

応えられる行政サービスを実現するため、保健医療、福祉、教育、産業振興、

環境、防災消防、地域公共交通、インフラ整備、文化・芸術等の連携、圏域内

交流等の行政課題のうち、基礎的かつ共通のものの解決に向けた取組を優先的

に行い、より高度な圏域づくりに取り組むこととします。 

   この圏域の結束による圏域形成の可能性を最大限に引き出すため、構成市町

が相互に役割を分担し、新しい地方圏を創出してまいります。 

 

（５）中心市と連携市町との役割分担 

   中心市である大田原市は、圏域内住民が安全に安心して暮らし続けることが

できるよう都市機能を充実させ、圏域内の魅力の向上及び活性化を図るため、

持続可能な圏域形成に努めるほか、中心市としての責任を全うするため、各種

政策提案と事業化に積極的に取り組みます。 

   連携市町の１市６町においては、中心市と連携を図りながら、持続的、魅力

的で幸福感あふれる圏域づくりに向け、生活機能の強化、結びつきやネットワ

ークの強化、圏域マネジメントの強化に努めます。 

   なお、近隣市町における費用負担の考え方については、連携事業を負担金方

式により実施する場合に限り、基本的な費用負担割合を大田原市については４

４％とし、那須塩原市、那須町、那珂川町、棚倉町、矢祭町、塙町、大子町に

ついては各８％とします。 

   また、連携市町の費用負担割合は、状況の変化に応じて、協議により、適切

な調整及び見直しを行います。 
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（○：平成２６年１月１７日協定締結、※取組内容が一部異なるもの、－：未締結）

（１）協定項目一覧表

視点 分野 協定項目 取組内容 那須塩原市 那須町 那珂川町 棚倉町 矢祭町 塙町 大子町

地域医療ネット
ワークの充実

　医療を適切に切れ目なく提供できるよう医療機
関の役割分担と機能連携の強化、ネットワーク化
を促進し、広く地域医療ネットワークの充実を図
る。

○ ○ ○ ○ ○ ○ -

健康増進事業の推
進

　健康増進に関する取組を圏域内の住民に普及啓
発し、健康増進事業の推進を図る。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子育て支援の充実
　圏域内において、子育て支援の充実を図るた
め、連携して事業を実施する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護予防の充実
　介護予防に関する取組を圏域内の住民に普及啓
発し、介護予防事業の充実を図る。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害者（児）社会
参加の促進

　障害者（児）の社会参加の促進を図るため、連
携して支援事業を実施する。

○ ○ ○ - - ○ ○

図書館の相互利用
の促進

　圏域内の図書館サービスの充実を図るとともに
利用者の増加及び利便性の向上に取り組む。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各種イベントの開
催

　教育、文化、芸術等に関するイベント等の情報
の共有化に努め、連携して開催し、住民の教養の
向上を図るとともに交流を促進する。

○ ○ ○ ※ ※ ※ -

 ※教育講演会等の
開催

 ※教育講演会等を連携して開催するなど情報の
共有化に努め、住民の教養の向上を図る。

小中学校の情報通
信技術（ICT）環境
整備等の推進

　圏域内の小中学校における情報通信技術に関
し、情報の共有化に努め、圏域内の児童生徒の教
育の質の向上を図るため、情報通信技術の整備等
の推進を図る。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広域観光の推進
　圏域内に存在する観光資源の魅力を活かした広
域的な観光ルートの検討を行うとともに、情報発
信等を行う。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特産品の販路拡大

　圏域内の特産品について、関係団体等と連携
し、情報共有を行い、圏域の特産品の販売戦略を
展開するとともに、地域ブランド化の推進を図
る。
　また、道の駅の相互連携により、人や物の交流
の促進や圏域内の地産地消を推進する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥獣害防止
　有害鳥獣の捕獲等について、情報の共有化を図
り、鳥獣害防止に取り組む。

○ ○ ○ - ○ - ○

耕作放棄地の解消

　圏域内の耕作放棄地を調査するなど、新規就
農、営農再開、保全管理等それぞれの状況に応じ
た支援を行い、耕作放棄地の解消を目指す取組を
連携して行う。

○ - ○ - ○ ○ ○

電気自動車等の導
入促進

　圏域内における循環型社会の構築に向け、情報
の共有化を図り、環境保全に関連する活動に連携
して取り組む。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４　八溝山周辺地域定住自立圏の取組

生
活
機
能
の
強
化

保健
医療

福祉

教育

産業
振興

環境
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（○：平成２６年１月１７日協定締結、※取組内容が一部異なるもの、－：未締結）

視点 分野 協定項目 取組内容 那須塩原市 那須町 那珂川町 棚倉町 矢祭町 塙町 大子町

防災

　大規模災害時における相互応援体制を含めた圏
域内の防災体制の整備を図るため、防災計画・防
災訓練、備蓄計画・調達計画等の情報を共有し、
職員を対象とする合同研修や訓練等を実施する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　消防施設等の効率的な整備・運用を図るため、
消防指令業務、消防救急無線デジタル化等の統合
に向けた整備等を行う。
　また、大規模災害発生時における相互応援体制
を強化し、地域防災力の向上を図る。

○ ○ ○ - - - ※

 ※隣接する区域の火災等における相互応援体制
を強化し、地域防災力の向上を図る。

　住民の利便性を向上するため法律相談及び消費
生活相談の充実を図る。

○ ○ ○ - ※ - ○

　※住民の利便性を向上するため法律相談の充実
を図る。

情報発信システム
等の充実

　圏域内のPRを主として圏域内外へ情報を発信す
るため、情報発信システム等の整備を推進すると
ともに情報の共有化に努める。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生活排水処理の推
進の連携

　生活排水処理、管理運営等の参考とするため、
連携して情報の提供及び共有を図り、検証、研究
等を行う。

○ ○ ○ - - ○ -

一般廃棄物処理体
制の確保

　一般廃棄物処理の効果的な処理体制を確保する
ため、処理業務を共同で実施する。

○ ○ - - - - -

生
活
機
能
の
強
化

防災
消防

消防

その他

相談業務の充実
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（○：平成２６年１月１７日協定締結、※取組内容が一部異なるもの、－：未締結）

視点 分野 協定項目 取組内容 那須塩原市 那須町 那珂川町 棚倉町 矢祭町 塙町 大子町

　圏域住民の移動手段の確保と利便性の向上を図
るため、地域公共交通の維持・確保や交通手段の
整備、多様な交通手段の検討、実証、導入等を行
う。

○ ○ ○ - - - ○

　圏域住民の利便性向上と物流機能向上のため、
市町間を接続する幹線道路の整備促進等について
要望活動等を行う。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　地域の資源を活かしたイベント等を連携して開
催し、圏域住民の交流を促進する。
　また、滞在型、体験型観光を促進するととも
に、グリーンツーリズムを推進し、地域経済の振
興を図る。

○ ※ ○ ○ ○ ○ ○

　※地域の資源を活かしたイベント等を連携して
開催し、圏域住民の交流を促進する。

　文化施設等において、魅力あるイベント、企画
展等の開催に連携して取り組む。
　また、圏域内の文化財、史跡などを観光資源と
して発信し、地域経済の振興を図る。

○ ○ ○ ※１ ※１ ○ ※２

 ※１文化財、史跡等の情報を連携して発信し、
地域経済の振興を図る。

 ※２スポーツを通じ、交流を図るとともに、各
種イベントを開催し、地域経済の振興を図る。

　圏域内市町職員の資質向上と職員間のネット
ワークを強化するため、合同研修及び人事交流を
行う。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　圏域内の資源等を活用するため、豊富な知識・
経験を有する専門家等を外部から招聘する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　圏域内においてコンピュータシステム等の共同
利用に向けて、情報の共有化に努め、調査研究等
を行う。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　圏域内において、様々な分野で知識や技能を有
する人材等や地域で活躍している団体等の情報を
共有し、地域人材の活用を図る。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

圏
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
強
化

人材育成

外部からの人材確保

コンピュータシステムの共同
利用等

地域人材の活用

結
び
つ
き
や
ネ
ツ
ト
ワ
ー

ク
の
強
化

地域公共交通

インフラ整備に関する要望活
動等

圏域内の交流促進

文化、芸術等の連携

 ※１文化財等の連携

 ※２各種イベント等の連携
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（２）協定の体系図 

 

 

 

電気自動車等導入促進事業 

那須地区夜間急患診療所運営事業 

在宅当番医制事業 

二次救急医療体制確保事業 

健康増進事業 

子育て支援事業 

保育所広域入所実施事業 

介護予防推進事業 

障害者（児）社会参加促進事業 

障害児通所支援事業 

図書館相互利用の研究 

教育講演会等実施事業 

広域観光推進事業 

観光拠点施設整備事業 

圏域内特産品販路拡大事業 

有害鳥獣等対策事業 

防災研修会等実施事業 

災害時の応援協定締結に伴う避難所等整備事業 

消防救急デジタル無線等整備事業 

無料法律相談実施事業 

消費生活相談実施事業 

消費生活センターの共同利用 

ポータルサイト構築・運営事業 

生活情報サービスメール配信事業 

小中学校ＩＣＴ環境整備事業 
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広域的な地域公共交通の研究 

道路インフラ整備促進の要望活動等 

交流イベント等実施事業 

結婚促進対策事業 

歴史・芸術・文化企画展等実施事業 

 

スポーツイベント等実施事業 

 

職員研修実施事業 

職員交流実施事業 

外部人材アドバイザー等派遣事業 

共同クラウドシステムの研究 

道路インフラ整備促進に係る基礎調査事業 
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おおたわらウォーキング推進事業 

５ 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組 

（１） 生活機能の強化に係る政策分野 

 

ア 保健・医療 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

※１健康長寿／効果的な予防サービスや健康管理の 

充実により、健やかに生活し、長寿を迎えるこ 

とができること 

※２ライフステージ／幼年期、尐年期、青年期、壮 

年期、老年期など生涯を段階区分した人生の各 

段階 

  

圏域内の地域医療については、それぞれの県における医療圏、広域行政圏において、

医療体制が整備されており、従来の制度により夜間急患診療所運営事業や在宅当番医

制事業などが実施されています。 

しかし、地域によっては、医師不足や慢性的な看護師不足が生じているなど、それ

ぞれの自治体だけでは解決できない課題が山積しています。 

圏域内における健康づくりに関連する事業については、各市町において健康長寿 

※1のまちづくりに取り組んでおり、生活習慣病予防対策を中長期的視点でとらえ、子

どもから高齢者までライフステージ※２に合った支援体制を構築しています。 

また、集団検診の受診率向上を図り、早期発見・早期治療を中心に健康づくりを展

開しています。 

切れ目のない医療を適切に提供できるよう、各医療機関、県と連携、協力し、圏域

住民が身近なところで安心して、良質な医療が受けられるよう地域医療の充実に向け

連携を図ります。 

健康づくりについては、生活習慣病予防対策に重点を置き、圏域内住民がいきいき

と、自立した生活を送ることができるよう圏域全体で連携し、「活動的な高齢者」を

目指すことができるよう健康長寿の地域づくりに取り組みます。 
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① 地域医療ネットワークの充実  

事業名 那須地区夜間急患診療所運営事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

 那須郡市医師会、薬剤師会の協力を得て、夜間の比較的軽度な

内科・小児科の救急診療を行う「那須地区夜間急患診療所」を運

営する。 

（設置者は那須地区広域行政事務組合） 

 

成 果 

夜間の初期救急医療体制を確保することにより、比較的軽度な患者の診療

体制が充実し、地域住民に安心した生活を提供することができる。 

また、二次救急医療機関の負担の軽減が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

30,336 29,067 25,942 30,000 30,000 145,345 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町）那須地区広域行政事務組合を通じ協議した負担割合に従い、診

療所運営事業に必要な経費を負担する。 
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事業名 在宅当番医制事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

 休日における初期救急医療体制を確保するため、那須地区広域

行政事務組合を通じ、在宅当番医の調整業務を那須郡市医師会に

委託する。 

成 果 

休日の初期救急医療体制を確保することにより、比較的軽度な患者の診療

体制が充実し、地域住民に安心した生活を提供することができる。 

また、二次救急医療機関の負担の軽減が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

4,044 4,039 4,044 4,000 4,000 20,127 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町）那須地区広域行政事務組合を通じ協議した負担割合に従い、在

宅当番医制事業に必要な経費を負担する。 
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事業名 二次救急医療体制確保事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

 那須地区広域行政事務組合を通じ、二次救急医療（小児二次救

急医療を含む）を輪番制により行っている医療機関に対し、運営

費補助及び設備整備に要する経費の一部補助を行う。 

成 果 
二次救急医療体制を充実させることにより、地域住民に安心した生活を提

供することができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

39,561 39,616 39,486 39,600 39,600 197,863 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町）那須地区広域行政事務組合を通じ協議した負担割合に従い、二

次救急医療体制の確保に必要な経費を関係市町で負担する。 
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② 健康増進事業の推進 

 

 

事業名 健康増進事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 生活習慣病予防対策を中長期的視野でとらえ、子どもから高齢

者までライフステージに合った支援体制を構築する。 

【主な事業内容】 

○ウォーキング推進事業 

○健康セミナーの開催 

○健康政策の情報共有、研修会の実施 

成 果 圏域住民の健康増進に資するとともに医療費の抑制が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

2,229 2,268 2,268 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）ウォーキング推進事業、健康セミナー開催、研修会実施に係る経費を負担す

る。 

（連携市町）ウォーキング推進事業、健康セミナー開催について住民に周知する。 

また、研修会実施時に市町職員を参加させる。 

（その他） 

 ウォーキング推進事業のシステム改修及びサーバー容量増設に関する経費の負担割合に

ついては、大田原市と連携市町との協議の上決定する。 
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イ 福祉 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ファミリーサポートセンター事業／ 「子育ての手 

助けをしてほしい方 」と「子育ての手伝いをしたい 

方」が会員ととなり助け合う組織（制度）。保育園等 

への送迎や冠婚葬祭など、 一時的に子どもを預ける 

ことができる。 

 

子育ての環境については、共働き世帯の増加、就労形態の変化、核家族化の進行な

どにより、子育てに関するニーズが多様化している中で、各市町とも家庭での子育て

を基本としながらも、保育サービスの充実を図り、地域社会における子育て支援サー

ビスであるファミリーサポートセンター事業※１を実施しています。 

 また、子育て世代への経済的支援として、こども医療費の助成や保育料軽減などに

取り組んでいます。 

 高齢者福祉に関しては、ひとり暮らしの高齢者の増加に伴い、高齢者を地域で支え

あい、高齢期を安心して過ごせることができるような地域づくりに取り組んでいます

が、今後も高齢者が増えることは確実なため、更なる高齢者福祉の充実が求められて

います。 

 障害者福祉に関しては、在宅障害者の生活支援や社会参加の機会を確保することを

目的としたスポーツ、文化活動等を支援しています。 

地域社会における子育て支援サービスであるファミリーサポートセンター事業の

充実に取り組むとともに、会員（依頼、提供）増加に向けた取組を行います。 

そのほか、子育てに関する支援体制について、情報の共有を行い、圏域住民のニー

ズにあった事業を実施します。 

高齢者福祉に関しては、介護予防に重点を置き、高齢者が住み慣れた地域で、生き

がいと誇りをもって暮らせる地域づくりに取り組んでいきます。具体的な取組とし

て、国際医療福祉大学との連携事業である「幸齢者スクール」を中心に事業の充実を

図っていきます。 

障害者福祉に関しては、社会参加の促進に向けた取組を連携して実施します。 

障害者一人ひとりに適した一般就労、福祉的就労への支援を行うとともに、ハロー

ワーク等の関係機関と連携し、雇用機会の拡大に取り組みます。 

また、スポーツ、文化活動等への参加機会の確保を図っていきます。 
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① 子育て支援の充実 

  

事業名 子育て支援事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 育児に関する不安や負担を軽減する取組として、各市町におい

て、ファミリーサポートセンター事業、子育て支援センター事業、

一時保育事業等を実施している。 

 これら子育て支援に関する情報を圏域で共有し、利用率向上に

向けた効果的な広報活動を実施する。 

 また、これらの事業を担う保育士、相談員等の能力向上に資す

る研修会を実施する。 

成 果 
 子育て支援体制を充実させることにより、地域で安心して出産、育児ができ

る環境が整い、人口減尐対策として期待できる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

53,665 118,115 130,666 詳細は毎年度の予算で定める 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 保育緊急確保事業費補助金（国 1/3、県 1/3） 

 子ども子育て支援交付金（国 1/3、県 1/3） 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

・研修会を除く事業の運営、経費負担は各市町で行う。 

・研修会の経費は大田原市が負担する。 

・その他経費が発生する場合は連携市町と協議の上決定する。 
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事業名 保育所広域入所実施事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

那珂川町 

 他自治体に勤務する保護者を対象に、住所地以外の保育所への

広域入所を連携して実施する。 

成 果 
 児童の受入体制の充実により、保護者の仕事と育児の両立が図られ、子育

てに対する不安が解消されるとともに、利用者の利便性が向上する。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

13,670      

国県補助事業等の名称、補助率等 

 子ども子育て支援交付金（国 1/3、県 1/3） 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

・保育所広域入所実施要領に基づき事業を行う。 

入 所 実 績 に よ る 
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② 介護予防の充実 

 

 

 

 

 

事業名 介護予防推進事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 大田原市が介護予防事業の一環として取り組んでいる「幸齢者

スクール」を圏域内住民へ拡大する。 

 また、介護予防担当者の情報共有、連絡会等を開催する。 

【主な事業内容】 

○医療福祉講演会 

○医療福祉体験学習 

○介護予防担当者連絡会の実施 

成 果 
住民が生涯にわたり、いきいきと自分らしく住み慣れた地域で暮らすこと

ができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

700 750 750 750 750 3,700 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 地域支援事業交付金（国 25/100、県 12.5/100）、地域支援事業支援交付金（社会保険診

療報酬支払基金 28/100） 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）国際医療福祉大学との共催により幸齢者スクールを実施する。 

（連携市町）幸齢者スクールを住民に周知する。 

 ※経費は大田原市が負担する。（連携市町の経費負担なし） 
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③ 障害者（児）社会参加の促進 

 

 

 

 

事業名 障害者（児）社会参加促進事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

那珂川町 

塙町 

大子町 

 地域における在宅障害者の生活支援や社会参加の機会確保の

ため、障害者の需要に応じた事業を連携して行う。 

【主な事業内容】 

○スポーツ、文化、レクリエーション活動の参加と普及啓発 

○手話講座の開催 

○コミュニケーション支援のための人材育成 

○大田原市・那須塩原市・那須町身体障害者福祉会及び大田原

市・那須塩原市・那須町知的障害者育成会が実施する事業 

成 果 

手話講座等の開催により他のコミュニケーションを容易にとることがで

き、スポーツ活動等に参加することにより他人との交流ができ、自立に向け

た支援を行うことができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

1,414 352 340 350 350 2,806 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 市町村地域生活支援事業費補助金（国 1/2、県 1/4） 

 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町）今後の協議により役割分担等を決定する。 

 

※既存の大田原市・那須塩原市・那須町身体障害者福祉会、大田原市・那須塩原市・那須

町知的障害者育成会の事業及び負担金については、別に協議する。 
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事業名 障害児通所支援事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

 那須地区広域行政事務組合を通じ、未就学児を対象とした心身

障害児の福祉の増進を図るため、保護者とともに通園による療

育、訓練、生活指導等を行う。 

成 果 
心身障害児の社会適応性の育成を助長するとともに、家族へ障害の正しい

理解と受容を促し、家庭生活において適切な子育てが行われる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

5,511 5,511 5,511 5,500 5,500 27,533 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町）那須地区広域行政事務組合を通じ協議した負担割合に従い、障

害児通所支援事業に必要な経費を負担する。 
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ウ 教育 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

           

小中学校教育課程において、高度情報化時代に対応できる能力を習得するため、各

市町で定期的にパソコン教室内の機器類の更新など情報機器の整備と情報教育を行

っています。その中で大田原市においては、市内の全小中学校にタブレット型パソコ

ンの導入を進めています。これは、学校でＩＣＴを活用することで授業の双方向性が

高まり、児童・生徒の主体性、学習に対する関心、意欲を高める効果を期待し、学力

向上につなげることを目的としています。 

 その一方で、情報教育だけにとらわれず、自分の意見を自分の言葉で話す力、自ら

考える力、コミュニケーション能力を育むための教育も並行して行わなければなりま

せん。そのための手段として、読書に親しむ環境整備を行っています。圏域内の市町

においては、子どもの読書活動推進計画（大田原市、那須塩原市、那須町）あるいは、

読書の街（まち）宣言（矢祭町、大子町）により、子どもたちが読書に親しみ、読む

習慣を身に付けられるよう取り組んでいます。 

 今後、尐子化・高齢化の進展が見込まれている現状において、学校規模が縮小する

とともに、子どもたちと地域の交流をする機会も尐なくなることが懸念されることか

ら、圏域全体で子どもたちを教え、育てる環境を整備し、児童・生徒が、これからの

社会において必要となる「生きる力」を育むために必要な手立てを講じる必要があり

ます。 

学校教育においては、豊かな人間性や社会性を培うとともに、自ら学ぶ意欲を引き

出し、基礎学力の向上を図ります。 

生涯にわたる人間形成の基礎を培うために、圏域内で情報共有、意見交換を行い、

時代のニーズを先取りした教育のあり方を模索しながら、八溝の風土に根差した教育

の質の向上に努めます。 

タブレット端末を利用した授業 大田原図書館 
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① 図書館の相互利用の促進 

 

 

 

 

事業名 図書館相互利用の研究 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 図書館利用者の増加、利便性の向上のための施策を検討する。 

 また、子どもの読書活動を推進するため、図書館が担うべき役

割を明確にし、読書に親しむことのできる環境について検討す

る。 

成 果  図書館の機能を充実させ、利用者の促進を図ることができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

0 0 0 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町）今後の協議により役割分担等を決定する。 
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② 各種イベント等の開催 

 

 

 

 

事業名 教育講演会等実施事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

那珂川町 

棚倉町 

矢祭町 

塙町 

 著名な講師を招聘し、教育講演会を開催する。 

【主な事業内容】 

○講演対象：教職員（幼稚園、保育園含む）、保護者、住民 

      ※内容によっては児童生徒 

○講演内容：平成２６年度から平成２８年度は発達障害等に関 

      する講演会を開催する。 

平成２９年度以降については、連携市町と協議の上 

決定する。 

成 果  地域全体で青尐年の健全育成を図ることができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

220 250 250 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する。 

（連携市町）教育講演会開催について、住民に周知するとともに経費の一部を負担する。 
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③ 小中学校の情報通信技術（ＩＣＴ）環境整備等の推進 

 

 

 

 

事業名 小中学校 ICT 環境整備事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 小中学校教育における情報通信機器に関する整備について、連

携して取り組む。 

【主な事業内容】 

○タブレット端末、電子黒板、パソコン教室整備に関する意見交

換会の実施 

成 果 

学校教育においてＩＣＴを活用することにより、授業の双方向性が高まり、

児童・生徒の主体性、学習に対する関心、意欲や知識・理解を高めるなどの効

果が期待でき、学力の向上が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

119,000 344,217 244,037 詳細は毎年度の予算で定める 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

・小中学校 ICT 環境整備に係る経費については各市町で負担する。 
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エ 産業振興 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

圏域内の農業については、平坦な農地から標高 1,000ｍを超える高冷地まで、地域

の特性を活かした農業が展開されるとともに、那珂川や久慈川の豊富な水資源に恵ま

れ、多種多様で高品質な農産物が生産されています。 

林業については、森林面積が約 150万 haで圏域全体の 66％を占め、八溝山を中心

に人工林が占めています。地元産材の地産地消と林業の活性化のため、補助金等によ

り木材需要拡大事業を実施しています。 

商業と観光については、全国的に有名な日光国立公園那須甲子・塩原地域に商業、

観光施設が集積し、多くの観光入込客があります。 

そのほかにも歴史文化施設、温泉施設、豊かな自然が圏域全体に存在します。 

これらの産業振興については、各市町が自ら保有する地域資源、特産品を観光資源

として、その魅力などの情報を発信し、観光の推進を図っています。 

農業、林業については、全国的な就業人口の高齢化と後継者不足が叫ばれる中、こ

の圏域も例外ではなく、各市町において関係機関等と更なる連携・活動の強化が必要

です。 

農業、林業、商業、観光など産業全体について、広域的な連携を図り、情報発信力

の強化を図る必要があります。 

圏域内に存在する観光資源の魅力を活かした広域的な観光ルート等の検討を行う

とともに、圏域内の特産品について、道の駅を活用するなど関係団体等と連携し、人

と物の交流促進を図るとともに情報発信力の強化に取り組みます。 

また、圏域全体で特産品の販売戦略、６次産業化、地域ブランド化、地産地消の推

進に取り組みます。 

各市町の観光パンフレット 

 

道の駅 那須与一の郷（大田原市） 
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① 広域観光の推進 

 

 

事業名 広域観光推進事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 各市町が有する地域資源、特産品を観光資源として、その魅力

を再発見するとともに、観光団体等と協力し情報発信を行う。 

【主な事業内容】 

○各市町で開催するイベント等に観光 PR や物産販売の共同ブ

ースを出展し、観光情報の発信や情報収集を図るよう業務委託を

行う。 

○各市町の観光パンフレットをデジタル化し、八溝山周辺地域定

住自立圏ポータルサイトに掲載する。 

○地域資源発掘調査など、圏域内の回遊プランの作成を行い、ホ

ームページやパンフレット等で情報発信を行う。 

成 果 
観光入込者数の増やリピーターの増が見込めるほか、観光業、農林水産業な

どの振興につながり、地域経済活性化を図ることができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

3,000 2,000 2,000 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する。 

（連携市町）本事業の調査業務に協力するとともに、経費の一部を負担する。 
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事業名 観光拠点施設整備事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 
 各市町の観光拠点施設となる道の駅、温泉施設、駅舎周辺など

の公共施設について、今後予定している様々な観光分野の連携に

向け修繕等を行う。 

成 果 
 老朽化が著しい公共施設の修繕を図ることにより、利用者の増加が期待で

きるとともに利便性の向上が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

269,927 101,218 182,927 詳細は毎年度の予算で定める 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（定額、1/2 等）、福島県ブランドイメージ回復

市町村交付金、観光・防災Ｗｉ-Ｆｉステーション整備事業（国 1/2） 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

・施設修繕に係る経費については各市町で負担する。 
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② 特産品の販路拡大 

 

 

 

 

事業名 圏域内特産品販路拡大事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 圏域内の特産品について、関係団体等と連携して販路拡大に取

り組む。 

【主な事業内容】 

○特産品をメインとしたイベントの実施 

○道の駅等の相互連携 

○地産地消に関する調査業務 

○特産品の地域ブランド化へ向けた研究会の開催 

○アグリフードＥＸＰＯ東京への出店 

成 果  地場産業を育成、活性化することにより、雇用創出を図ることができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

328 567 127 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

 （大田原市）本事業の全体を総括する。 

 （連携市町）事業に協力するとともに、事業実施に係る経費の一部を負担する。 
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オ 環境 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

      

      

   

八溝山を取り囲む中山間地域では、イノシシやハクビシンによる農作物への被害が

深刻化し、耕作放棄地の増加の一因となっているため、有効な対策を講じることが必

要ですが、狩猟者の高齢化とともに狩猟者数の減尐が続いています。 

鳥獣被害防止に向け、従来の防護柵等の設置や有害駆除に加え、里山林の整備を行

うなど、被害を受けにくい環境整備や地域の実情にあった効果的な対策に連携して取

り組みます。 

 

地球温暖化対策の一環として、低炭素社会の実現に向けた電気自動車（ＥＶ）等の

普及について情報共有を図るとともに公用車としての導入を行っていきます。 

電気柵設置研修会の様子 

電気自動車（大田原市） 

耕作放棄地（大田原市） 
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① 鳥獣害防止 

 

 

 

 

事業名 有害鳥獣等対策事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

那珂川町 

矢祭町 

大子町 

 農林水産物の被害軽減のため、有害鳥獣対策を連携して実施す

る。 

【主な事業内容】 

○有害鳥獣駆除機器の購入 

○有害鳥獣駆除強化期間の統一 

○有害鳥獣対策の意見交換、情報共有及び研修会の実施 

成 果 
 有害鳥獣対策に連携して取り組むことにより、駆除を効果的、効率的に実施

することができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

616 0 0 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町）今後の協議により役割分担等を決定する。 

（その他）有害鳥獣駆除機器の購入については、必要台数を各市町で負担する。 
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② 電気自動車等の導入促進 

 

 

 

事業名 電気自動車等導入促進事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 圏域内における低炭素社会の実現に向け、電気自動車等の公用

車としての導入を促進する。 

【主な事業内容】 

○電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）

の公用車としての導入 

○急速充電器設置工事 

○圏域内の急速充電器のマップ作成 

○電気自動車等の普及のための意見交換会の開催 

成 果 
 環境負荷の低減が期待されるとともに、圏域内住民の地球温暖化及び新エネ

ルギーの活用に対する意識の高揚が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

9,984 15,503 3,058 詳細は毎年度の予算で定める 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町）今後の協議により役割分担等を決定する。 

（その他）電気自動車等の購入については、各市町で負担する。 
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カ 防災・消防 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

       

  

 圏域内における防災関連事業については、各市町で策定した防災計画に基づき、

物資や資機材の備蓄、調達体制の整備や防災訓練が実施されています。 

 また、圏域内の一部の地域においては、消防施設等の効率的な整備・運用を図るた

め、消防指令業務、消防救急無線デジタル化等の統合に向けた整備を共同で行ってい

ます。 

 今後、これらの防災・消防に関する取組について、圏域全体で情報や課題を共有し、

地域防災力の向上を図る必要があります。 

 圏域全体で防災・消防に関する情報や課題を共有し、合同研修会等を実施するとと

もに、隣接する区域の火災等における相互応援体制強化や大規模災害時の相互応援な

ど、地域防災力の向上を図ります。 

防災士養成講座「災害図上訓練（ＤＩＧ）」 総合防災訓練（大田原市） 

33



 

 

① 防災 

 

 

事業名 防災研修会等実施事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

地域防災力強化のための事業を実施する。 

【主な事業内容】 

○自主防災組織の立ち上げ 

 自主防災組織等の立ち上げ増加に向けた地域防災リーダーの

育成、防災研修会、防災講習会を実施する。 

○防災士養成 

 地域防災リーダーとなる防災士を養成し、資格取得後の研修会

を実施する。 

○防災合同研修会 

 市町職員の合同研修の実施 

成 果 

地震、火災、風水害等への住民の防災意識の向上を図ることができる。 

地域防災リーダーを育成することにより、地域防災力の向上を図ることがで

きる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

150 245 245 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）講習会、研修会等を企画し実施する。 

（連携市町）講習会、研修会等開催について、住民に周知するとともに経費の一部を負担

する。 
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事業名 災害時の応援協定締結に伴う避難所等整備事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

災害時の応援協定を締結し、備蓄、避難所等の整備を行う。 

【主な事業内容】 

○広域備蓄体制の整備 

 災害時における食糧、飲料水等の生活必需品、災害復旧に必要

な資機材を備蓄するよう、広域備蓄計画を策定する。 

○避難所の整備 

 大規模災害時を想定した広域一時滞在について、情報を共有す

るとともに避難場所として指定されている公共施設等の整備を

充実させる。 

成 果 

 備蓄品の情報を共有することにより、圏域内で効率的な備蓄体制が整備でき

る。 

 圏域内で災害発生時における職員派遣が必要な場合の相互応援を迅速に行

うことができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

612,366 138,280 65,356 詳細は毎年度の予算で定める 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 とちぎの元気の森づくり推進市町村交付金、復興交付金、地域防災力強化推進事業費補

助金 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方  

（大田原市）国、県と調整を図りながら広域備蓄計画を策定する。 

（連携市町）広域備蓄計画策定に協力する。 

（その他）備蓄に係る経費は当面、各市町で負担することとし、共同購入等について検討

する。また、避難所の整備（修繕）に係る経費も各市町で負担する。 
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② 消防 

 

    

 

事業名 消防救急デジタル無線等整備事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

那珂川町 

 消防救急デジタル無線の整備について、活動波を共同で整備す

るとともに、消防指令業務の一元管理を行う。 

（那須地区消防組合、南那須地区広域行政事務組合、塩谷広域行

政組合） 

成 果 
共同で整備することにより、経費の削減が図れるほか、一元管理により緊急

車両の現場到着時間の短縮が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

45,694 66,022 0 詳細は毎年度の予算で定める 

国県補助事業等の名称、補助率等 

  

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町）各消防本部で協議した負担割合に応じ、経費を負担する。 
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キ その他 

 

① 相談業務の充実 

 

 

事業名 無料法律相談実施事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

那珂川町 

矢祭町 

大子町 

 弁護士会に委託し、住民を対象とした無料法律相談業務を実施

する。 

成 果  住民が抱える法的な問題に対する不安を解消することができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

500 1,200 1,200 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する。 

（連携市町）法律相談の開催について、住民に周知するとともに経費の一部を負担する。 
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事業名 消費生活相談実施事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

那珂川町 

大子町 

 消費生活相談業務を充実させるために事業を連携して実施す

る。 

【主な事業内容】 

○消費生活相談員の研修会の実施 

○消費生活センター業務案内及び特殊詐欺被害等防止啓発に関

するパンフレットの共同作成 

成 果  消費生活相談員の資質を向上させ、消費者被害等の防止が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

0 150 0 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 地方消費者行政活性化事業費補助金 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

 （大田原市）本事業の全般を総括する。 

 （連携市町）担当職員、消費生活相談員を研修会に参加させるとともに、事業実施に係

る経費の一部を負担する。 
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事業名 消費生活センターの共同利用 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那珂川町 
 大田原市が設置している消費生活センターを那珂川町の住民

が利用できるよう協定を締結する。 

成 果 
 那珂川町は大田原市に消費生活相談業務を委託することにより、事務の効

率化が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

0 11,414 11,620 11,400 11,400 45,834 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 地方消費者行政活性化事業費補助金 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）那珂川町民の消費生活相談を受け付ける。 

（連携市町）大田原市消費生活センターの運営に係る経費の一部を負担する。 
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② 情報発信システム等の充実 

 

 

 

事業名 ポータルサイト構築・運営事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 
 圏域の情報を住民や来訪者に発信するため、各市町の公式ホー

ムページとは別に八溝山周辺地域定住自立圏のホームページ（ポ

ータルサイト）を立ち上げ、広く情報を発信する。 

成 果 
各市町のイベント情報、定住施策のほか八溝山周辺地域定住自立圏で取り組

む事業の紹介を発信することで、交流人口の増加を見込むことができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

1,000 1,132 903 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する。 

（連携市町）本事業の運営に協力するとともに、経費の一部を負担する。 
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事業名 生活情報サービスメール配信事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 各市町のイベント、災害、防犯、交通事故など生活情報に関す

るメール配信サービスを実施する。 

 利用者は登録時に配信してほしい市町、内容等を選択できるも

のとする。 

成 果  圏域住民の安全・安心感の醸成、利便性の向上が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

0 0 0 0 0 0 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

 （大田原市）本事業の全般を総括する。 

 （連携市町）本事業の運営に協力し、住民への周知を図るとともに、経費の一部を負担 

する。 
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（２）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

 

ア 地域公共交通 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１デマンドバス（タクシー）／予約制の乗合交通手段。利用者が予約を入れワゴン車 

両（一部タクシー）により、決められた区域内で運行する。 

 

    

 

圏域内住民の自家用自動車への依存が大きい一方で、公共交通の利用者は年々減尐

し、バス事業については、多くが不採算路線となり、バス路線の維持も困難な状況に

あります。 

このため、地域によっては、デマンドバス（タクシー）※１を導入し、交通弱者の

足の確保に努めているところです。 

 しかし、圏域内においては、各市町に地域公共交通会議が設置され、市町内の公共

交通の整備が進められる一方で、県境、市町境を越えた検証、検討等が行われていな

い現状にあります。 

圏域内住民の移動手段の確保と利便性の向上を図るため、地域公共交通の維持・確

保や整備など、県境、市町境を越えた運行可能な形態の検証、検討を行う必要がある

ことから、圏域全体における地域公共交通について調査研究等を行います。 

 特に、バス事業については、路線バスの近隣市町への相互乗り入れや、市町間にお

ける路線バスの乗り継ぎの強化などが喫緊の課題となっていることから、運行可能な

形態の検証、検討を行っていきます。 

大田原市営バス 大田原市デマンドタクシー 
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①地域公共交通 

 

 

 

 

事業名 広域的な地域公共交通の研究 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

那珂川町 

大子町 

 地域公共交通（生活路線）の維持・確保や整備など、運行可能

な形態の検証・検討を行う。 

【主な事業内容】 

○路線バスの相互乗り入れ、市町間における路線バスの乗り継ぎ

の強化など、運行可能な形態の検証と検討。 

成 果 
 広域的に地域公共交通を検討することで、通勤・通学・通院等の利便性が向

上し、地域公共交通の活性化が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

0 0 0 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町） 今後の協議により役割分担等を決定する。 
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イ インフラ整備に関する要望活動等 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

     

本圏域は、八溝山を取り囲む地域であり、圏域住民の利便性を向上し、交流を活性

化させ、自立した圏域を形成するためには、市町間を接続する幹線道路のインフラ整

備が不可欠です。 

圏域住民の利便性と物流機能の向上を図るとともに圏域住民の交流を活性化させ、

自立した圏域を形成するため、市町間を接続する幹線道路の整備促進等について要望

活動等を行います。 

バイパス開通式 県への要望活動 
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① 道路インフラ整備促進の要望活動の連携 

 

 

 

事業名 道路インフラ整備促進の要望活動等 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 八溝山周辺地域定住自立圏内の主要な幹線道路の整備につい

て、調査・検討を行い、国・県等関係機関に対し連携して要望活

動を行う。 

【主な事業内容】 

○（仮称）八溝山周辺地域定住自立圏道路整備促進協議会の設 

立 

○圏域地形図の作成 

○広域的なインフラ整備等に係る基礎調査 

 

成 果 
圏域内の道路ネットワークが整備されることにより、移動時間の短縮が図

られ、日常生活の利便性の向上や産業振興などが期待できる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

4,400 5,000 15,000 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する。 

（連携市町）本事業に協力するとともに、経費の一部を負担する。 
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ウ 圏域内の交流促進  

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

※１那珂川あゆ街道／栃木県地域のおいしい「食」と景観や文化等の地域資源とを結び 

付け、設定している「とちぎ食の回廊」の中の街道の一つ。 

※２グリーンツーリズム／農山漁村地域において、自然・文化・人々との交流を楽しむ

滞在型の余暇活動。 

     

圏域内には数多くの温泉が湧出し、歴史的文化資源、様々な農林水産物・加工品な

どの地域資源があり、その地域資源をＰＲするためのイベント等を各市町で開催して

います。 

 また、那珂川あゆ街道※１など他自治体と連携、協力したイベントを開催し、交流

が図られていますが、圏域全体となると、県境を越えた交流が図られていないという

のが現状です。 

圏域内に数多く点在する地域資源を活かし、地域経済の活性化に寄与するために

は、各市町との協調によるネットワークの強化が必要です。 

 

圏域内には結婚適齢期（25歳～39歳）を迎えている男女が約 53,000人いますが、

全体の 39％にあたる約 20,800人が未婚であるというデータがあり、（平成 22年国勢

調査）人口減尐・尐子化の一つの要因となっています。その対策として、多くの市町

で様々な結婚支援事業を実施していますが、期待されている効果が発揮されていない

というのが現状です。 

 

地域の資源を活かしたイベント等を連携して開催し、圏域住民の交流を促進すると

ともに、圏域内において、情報の共有に努めます。 

 また、地域によっては、滞在型・体験型観光を促進するとともにグリーンツーリズ

ム※２を推進し、地域経済の活性化につなげます。 

 各市町が取り組む結婚支援事業について、情報交換を行い、様々な角度から考察し、

その地域に適した事業を展開していきます。 

那珂川あゆ街道イベント 結婚支援事業イベント 
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①交流イベントの開催等 

 

 

 

事業名 交流イベント実施事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 地域の資源を活かした交流イベントを開催するとともに、各市

町等が開催するイベントへの出展や情報発信を行う。 

【主な事業内容】 

○八溝山周辺地域定住自立圏ＰＲのためのシンポジウムの開催 

○八溝山に関連する基調講演（シンポジウム）の開催 

○全市町が参加するイベントを実施する。 

○ＰＲに必要な備品等の購入 

成 果  圏域内外の交流人口の増加、地域経済の活性化が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

2,000 0 0 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する。 

（連携市町）本事業に協力するとともに、経費の一部を負担する。 

※実行委員会を組織して事業を開催することもある。 
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事業名 結婚促進対策事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 各自治体がこれまで取り組んできた結婚促進施策の情報共有

等を行い、成婚につながる有効な結婚促進事業を展開する。 

【主な活動内容】 

○企業、ＮＰＯ法人、行政が一体となった結婚促進事業の実施 

○結婚相談事業、コミュニケーション能力向上講座、結婚セミナ

ー等の開催 

○結婚促進施策に関する意見交換、研修会等 

○広域的な出会いイベントの開催 

成 果 

 結婚促進施策に取り組むことにより、１組でも多くの成婚数を実現させるこ

とで圏域内の人口減尐・尐子化対策につなげるとともに、結婚促進事業の実施

を通して、地域活性化が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

17,444 14,197 17,840 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 地域尐子化対策強化交付金（10/10） 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する。 

（連携市町）本事業に協力するとともに、経費の一部を負担する。 

（その他） 各市町が実施する結婚促進事業に係る経費は各市町で負担する。 
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事業名 グリーンツーリズム推進事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 滞在型・体験型観光を促進するとともにグリーンツーリズム事

業を活用し、圏域の魅力アップを図り、圏域内住民のみならず、

圏域外からも人を呼び込み交流人口の増加につなげる。 

【主な事業内容】 

○農家民泊を受入農家の確保 

○グリーンツーリズムプロモーション事業 

成 果 

 圏域内の自然、文化、生活などの地域資源を活用した体験交流事業を行うこと

により、農林業を媒体とした圏域内の交流を進めるとともに、都会から人を呼び

込むことで、農業、農村の活性化を図ることができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

－ － 0 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）、（連携市町） 今後の協議により役割分担等を決定する。 
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エ 文化・芸術等の連携 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 この圏域内には那珂川、箒川、久慈川などの大河川が流れ、古くから人々が生活

を営んできた歴史の証として、様々な古墳、遺跡があり、それらを後世に伝えるため

の資料館も数多く存在します。 

 また、先人が残した文化財も多く、その保存公開施設も数多く存在します。 

 これらの施設ではその特性を活かして、文化芸術活動の場や鑑賞の機会を設けてい

ますが、今後はこれらの施設が有機的、効果的に連携できる体制を整備することが課

題となっています。 

  

 健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりの一環としてスポーツを楽しむ住民への

支援をするため、スポーツ教室の開催や指導者の育成に取り組んでいます。また、ス

ポーツ大会も盛んに行われている圏域ですが、時期が重なることで参加者が分散して

しまうといった課題もあります。 

圏域内に数多く存在する地域文化遺産、またそれらを保存公開する施設の有機的、

効果的な連携に取り組みます。 

 また、それらの地域文化遺産を観光資源として発信し、地域経済の活性化を図りま

す。 

 

 スポーツ教室の開催、指導者の育成については、スケールメリットを活かし、著名

な指導者を招聘することで、参加者の増加、技術等の底上げを図るとともに競技人口

が尐ないスポーツ教室の開催にも取り組みます。 

 そのほか、マラソン大会やゴルフ大会などスポーツイベントを効果的に開催し、参

加者の増加、地域の活性化を目指します。 

大田原マラソン大会 久慈川（大子町） 那珂川、箒川（大田原市） 
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① 歴史・芸術・文化企画展の開催等 

 

 

 

事業名 歴史・文化・芸術企画展等実施事業 関係市町名 

事業概要  

大田原市 

那須塩原市 

那須町 

那珂川町 

棚倉町 

矢祭町 

塙町 

圏域内の文化施設等において、魅力あるイベント、企画展等の

開催に連携して取り組むとともに広く情報発信を行う。 

【主な事業内容】 

○共通入館券の導入に向けた検討 

○企画展等の開催 

○歴史・芸術・文化に関する情報共有 

○那須地区文化協会が実施する事業 

成 果 

 住民が身近に文化・芸術に触れることができる機会の充実を図ることができ

る。 

また、文化施設等への来訪者の増加が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

2,480 6,193 5,066 詳細は毎年度の予算で定める 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する。 

（連携市町）事業の開催等に協力するとともに、経費の一部を負担する。 

  ※既存の那須地区文化協会の事業及び負担金については、別に協議する。 
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② スポーツイベントの開催 

 

 

事業名 スポーツイベント等実施事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

スポーツ活動を通し、圏域内の交流を図るとともに、圏域内に

存在する有数のスポーツ施設等を活用し、各種スポーツイベント

を開催する。 

【主な事業内容】 

○プロ選手等によるスポーツ教室の開催 

○Ｊリーグ観戦イベントの開催 

○圏域内スポーツ大会の開催 

○圏域内マラソン大会参加者記念品の配布 

○サイクリングの振興に関するイベント 

○ゴルフ場と連携したイベント 

○那須地区体育協会が実施する事業 

成 果 

 スポーツ活動により健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりの原動力とな

る。 

 また、圏域内で交流を図ることにより、圏域内チームでの試合等のマッチン

グの機会となり、交流人口増につながる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

7,430 8,132 8,132 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する。 

（連携市町）事業の開催等に協力するとともに、経費の一部を負担する。 

 ※既存の那須地区体育協会の事業及び負担金については、別に協議する。 
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（３） 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

 

ア 人材育成 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

○取組方針  

圏域内市町においては、行政改革等の実施により職員数の削減が進んでおり、さら

に今日の社会経済情勢の変化に伴い、行政需要はますます多様化・高度化し自治体を

取り巻く環境は急速に変化しています。それらの環境に的確に対応し、さらなる職員

の意識変革と資質の向上が求められています。 

また、人材育成のための施策は各市町で異なりますが、職員は重要な行政資源であ

ることに変わりなく、職員一人ひとりの活躍、すなわち能力の発揮が自治体としての

機能維持及び良質な行政サービスにつながることは共通認識であります。 

共通する課題など、必要性の高い合同研修会等を実施することで、圏域内市町職員

の意識改革を啓発するとともに、構成市町の職員間における連帯意識を醸成し、職員

同士の交流を通して相互理解を深め、資質の向上につなげます。 
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① 合同の職員研修会の実施 

 

 

 

事業名 職員研修実施事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 
 圏域内の自治体間で共通した課題について、専門的な知識、技

能等を習得するために市町職員を対象とした合同の研修会を開

催する。 

成 果 
 研修会を通じて職員の資質向上が図られ、圏域市町職員の連携強化が期待

できる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

300 500 300 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する。 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業の全般を総括する 

（連携市町）研修会に職員を参加させるとともに、経費の一部を負担する。 

54



 

 

② 職員の人事交流の実施 

 

 

 

事業名 職員交流実施事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 
 地方公務員法第３９条に基づく職員研修と位置付け、大田原市

と連携市町との人事交流のみならず、連携市町間の人事交流も視

野に幅広い人事交流を行う。 

成 果 
 職員が同一又は類似の問題意識をもつ他の市町の職務を通し、視野を広げ、

相互の先進知識を吸収し、適切な識見の養成に資することができる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

0 0 0 0 0 0 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

（大田原市）本事業を総括する。 

（連携市町）大田原市及び他の市町と協議の上、人事交流を行う。 

※派遣に際し、必要な事項は要綱で定める。 

55



 

イ 外部からの人材確保 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

※１地域おこし協力隊／田舎暮らしや地域活性化への貢献を希望する都市住民が、一定 

期間、地方農村部へ移り住み地域の担い手として活動する制度。 

 ※２外部専門家招へい事業／市町村が、地域力の創造のために外部専門家（総務省地域     

   人材ネット登録者）を招聘して、地域独自の魅力や価値を向上させる制度。 

 

 

          

 

  

 人口減尐と尐子化・高齢化の進展に伴い、結婚・出産、子育て支援、定住促進、

雇用創出、地域活性化など地方自治体が取り組むべき課題は山積しています。 

 このような中、地域活性化の取組に関する知見やノウハウを有する地域外の人材を

積極的に招聘し、活用する国の制度として、「地域おこし協力隊※１」や「外部専門家

招へい事業※２」など様々なメニューがあり、既に圏域内で活用している市町もあり

ます。 

 

圏域内の様々な資源等を活用するため、外部人材についての情報共有、意見交換を

行い、積極的な招聘・登用を図ります。 

共同クラウドシステム研究会 地域おこし協力隊員（大田原市） 
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① 外部からの人材確保 

 

 

 

事業名 外部人材等派遣事業 関係市町名 

事業概要  

全市町 

 高度な知識・技能を有する専門家の派遣を受け、市町職員を対

象とした研修会等を開催する。 

【主な事業内容】 

○総務省ＩＣＴ地域マネージャー派遣事業の活用 

  社会保障・税番号制度を見据えた研修会の実施 

○総務省地域人材ネットの活用 

  地域の魅力向上に向けた研修会の実施 

成 果 

 高度な知識・技能を有する専門家を招聘し、専門的な立場からの助言や情報

提供を受けることにより、自治体業務の効率化、経費の削減を図ることができ

る。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

3,504 1,400 2,204 詳細は毎年度の予算で定める 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

 （大田原市）本事業の全般を総括する。 

 （連携市町）担当者を研修会等に参加させるとともに、経費の一部を負担する。 

 （その他） 各市町が実施する専門家派遣事業等に係る経費は、各市町で負担する。 

57



 

ウ コンピュータシステムの共同利用等 

 

○現状と課題 

  

  

  

 

 

 

 

 

○取組方針 

 

 

 

 

 

※１自治体クラウド／近年様々な分野で活用が進んでいるクラウドコンピューティング

技術を電子自治体の基盤構築にも活用して、地方公共団体の情報システムの集約と

共同利用を進めることにより、情報システムに係る経費の削減や住民サービスの向

上等を図るものです。 

※２社会保障・税番号制度／複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるという

ことの確認を行うための社会基盤（インフラ）であり、国民全員に一意の個人番号を割

り当てる制度。 

※３ＡＳＰサービス／業務を効率的に進めるためのアプリケーションやソフトウェアな

どを、インターネット経由で提供するサービス。システムの買取ではなく、使用規模

に応じた利用料を支払うレンタル形式のため、ソフトウェア開発などに掛かるコスト

が必要なく、日数に応じた利用料のみでシステムの導入ができるメリットがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域内におけるコンピュータシステムの整備状況は、各市町において構築されてお

り、市町間において情報共有、意見交換が行われていないのが現状です。 

今後は、圏域内住民の利便性の向上を図るため、一自治体のみで完結するのではな

く、自治体クラウド※１、社会保障・税番号制度※２、中小規模自治体向けのパッケー

ジ型クラウドシステム、ＡＳＰサービス※３等の圏域内のコンピュータシステムの共

同利用等について検討する必要があります。 

圏域内において、ＩＣＴアドバイザー等を活用し、自治体クラウド、社会保障・税

番号制度、ＩＣＴ調達コスト削減等について研修会を実施するとともに、コンピュー

タシステム等の共同利用に向けて、情報の共有化に努め、調査研究等に取り組みます。 
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①コンピュータシステムの共同利用等 

 

事業名 共同クラウドシステムの研究 関係市町名 

事業概要  

全市町 
 クラウド型システムの構築（導入）について研究会を開催する。 

※外部からの人材確保 総務省ＩＣＴ地域マネージャー派遣事

業と一部重複する。 

成 果 
 クラウド型システムの構築（導入）に伴う、経費削減、運用管理負担減、災

害時バックアップ機能等について、担当者の知識向上が図られる。 

事業費 

（千円） 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 計 

0 0 0 
平成 28 年度の協議を経て、 

平成 29 年度以降の事業を決定する 

国県補助事業等の名称、補助率等 

 なし 

関係市町の役割分担に係る基本的な考え方 

 （大田原市）本事業の全般を総括する。 

 （連携市町）担当者を研修会等に参加させるとともに、経費の一部を負担する。 
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

大
田
原
市

（
1）

①
那
須
地
区
夜
間
急
患

診
療
所
運
営
事
業

・
夜

間
急
患
診
療
所
費
負
担
金

12
,6
26

12
,2
37

10
,5
0
9

1
2
,
5
0
0

1
2
,
5
0
0

6
0
,
3
7
2

那
須
塩
原
市

（
1）

①
那
須
地
区
夜
間
急
患

診
療
所
運
営
事
業

・
夜

間
急
患
診
療
所
費
負
担
金

15
,1
65

14
,3
65

13
,3
5
6

1
5
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

7
2
,
8
8
6

那
須
町

（
1）

①
那
須
地
区
夜
間
急
患

診
療
所
運
営
事
業

・
夜

間
急
患
診
療
所
費
負
担
金

2,
54
5

2,
46
5

2,
07
7

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
2
,
0
8
7

大
田
原
市

（
1）

①
在
宅
当
番
医
制
事
業

・
在
宅
当
番
医
制
費
負
担
金

1,
39
9

1,
39
7

1,
39
4

1
,
4
0
0

1
,
4
0
0

6
,
9
9
0

那
須
塩
原
市

（
1）

①
在
宅
当
番
医
制
事
業

・
在
宅
当
番
医
制
費
負
担
金

2,
08
2

2,
08
2

2,
09

3
2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

1
0
,
4
5
7

那
須
町

（
1）

①
在
宅
当
番
医
制
事
業

・
在
宅
当
番
医
制
費
負
担
金

56
3

56
0

55
7

5
0
0

5
0
0

2
,
6
8
0

大
田
原
市

（
1）

①
二
次
救
急
医
療
体
制

確
保
事
業

・
病

院
群
輪
番
制
病
院
運
営
費
負
担
金

・
小

児
救
急
拠
点
病
院
運
営
費
負
担
金

13
,6
86

13
,6
82

13
,6
10

1
3
,
6
0
0

1
3
,
6
0
0

6
8
,
1
7
8

那
須
塩
原
市

（
1）

①
二
次
救
急
医
療
体
制

確
保
事
業

・
病

院
群
輪
番
制
病
院
運
営
費
負
担
金

・
小

児
救
急
拠
点
病
院
運
営
費
負
担
金

20
,3
65

20
,4
43

20
,4
33

2
0
,
5
0
0

2
0
,
5
0
0

1
0
2
,
2
4
1

那
須
町

（
1）

①
二
次
救
急
医
療
体
制

確
保
事
業

・
病

院
群
輪
番
制
病
院
運
営
費
負
担
金

・
小

児
救
急
拠
点
病
院
運
営
費
負
担
金

5,
51
0

5,
49
1

5,
44
3

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

2
7
,
4
4
4

大
田
原
市

（
1）

②
健
康
増
進
事
業

・
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
推
進
事
業

(シ
ス

テ
ム
改
修
費
、
印
刷
製
本
費
等
)

1,
66
8

2,
26
8

2,
26
8

6
,
2
0
4

那
須
塩
原
市

（
1）

②
健
康
増
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

13
1

0
0

1
3
1

那
須
町

（
1）

②
健
康
増
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

13
0

0
0

1
3
0

那
珂
川
町

（
1）

②
健
康
増
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

94
0

0
9
4

棚
倉
町

（
1）

②
健
康
増
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

41
0

0
4
1

矢
祭
町

（
1）

②
健
康
増
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

49
0

0
4
9

塙
町

（
1）

②
健
康
増
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

39
0

0
3
9

大
子
町

（
1）

②
健
康
増
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

77
0

0
7
7

大
田
原
市

（
2）

①
子
育
て
支
援
事
業

・
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

・
子

育
て
サ
ロ
ン
事
業

・
つ

ど
い
の
広
場
事
業

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

事
業

・
一
時
預
か
り
事
業
 等

39
,5
76

10
2,
35
4

93
,4
28

2
3
5
,
3
5
8

保
育

緊
急

確
保

事
業

費
補

助
金

、
子

ど
も

子
育

て
支

援
交

付
金

、
子

ど
も

未
来

館
使

用
料

６
　
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
事
業
一
覧
表

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る

 

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

那
須
塩
原
市

（
2）

①
子
育
て
支
援
事
業

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

事
業

6,
17
6

6,
00
0

6,
00
0

1
8
,
1
7
6

那
須
町

（
2）

①
子
育
て
支
援
事
業

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
等

80
7

1,
21
3

1,
74
4

3
,
7
6
4

保
育

緊
急

確
保

事
業

費
補

助
金

那
珂
川
町

（
2）

①
子
育
て
支
援
事
業

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

事
業

3,
02
7

2,
83
4

8,
91
8

1
4
,
7
7
9

保
育

緊
急

確
保

事
業

費
補

助
金

棚
倉
町

（
2）

①
子
育
て
支
援
事
業

・
子

供
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

事
業

3,
40
0

3,
40
0

3,
40
0

1
0
,
2
0
0

保
育

緊
急

確
保

事
業

費
補

助
金

矢
祭
町

（
2）

①
子
育
て
支
援
事
業

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

事
業

27
0

1,
90
5

1,
88
1

4
,
0
5
6

保
育

緊
急

確
保

事
業

費
補

助
金

塙
町

（
2）

①
子
育
て
支
援
事
業

・
子

育
て
サ
ロ
ン
事
業

・
ス

マ
イ
ル
キ
ッ
ズ
事
業

40
9

40
9

0
8
1
8

大
子
町

（
2）

①
子
育
て
支
援
事
業

・
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

・
保

育
所
広
域
入
所
児
童
保
育
委
託
料

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

事
業

0
0

15
,2
95

1
5
,
2
9
5

大
田
原
市

（
2）

①
保
育
所
広
域
入
所
実

施
事
業

・
保

育
所
広
域
入
所
運
営
費
委
託
料

9,
12
2

0
0

0
0

9
,
1
2
2

那
須
塩
原
市

（
2）

①
保
育
所
広
域
入
所
実

施
事
業

・
保

育
所
広
域
入
所
運
営
費
委
託
料

3,
84
7

0
0

0
0

3
,
8
4
7

那
須
町

（
2）

①
保
育
所
広
域
入
所
実

施
事
業

・
保

育
所
広
域
入
所
運
営
費
委
託
料

30
1

0
0

0
0

3
0
1

那
珂
川
町

（
2）

①
保
育
所
広
域
入
所
実

施
事
業

・
保

育
所
広
域
入
所
運
営
費
委
託
料

40
0

0
0

0
0

4
0
0

大
田
原
市

（
2）

②
介
護
予
防
推
進
事
業

・
幸
齢
者
ス
ク
ー
ル
負
担
金

70
0

75
0

75
0

7
5
0

7
5
0

3
,
7
0
0

・
地

域
支

援
事

業
交

付
金

・
地

域
支

援
事

業
支

援
交

付
金

（
連
携
市
町
）

（
2）

②
介
護
予
防
推
進
事
業

0
0

0
0

0
0

大
田
原
市

（
2）

③
障
害
者
（
児
）
社
会

参
加
促
進
事
業

・
身

体
障
害
者
福
祉
会
負
担
金

・
要

約
筆
記
者
養
成
講
座

・
手

話
講
習
会

93
3

12
8

12
4

1
3
0

1
3
0

1
,
4
4
5

市
町
村
地
域
生
活

支
援
事
業
費
補
助

金

那
須
塩
原
市

（
2）

③
障
害
者
（
児
）
社
会

参
加
促
進
事
業

・
身

体
障
害
者
福
祉
会
負
担
金

44
8

19
1

18
5

1
8
5

1
8
5

1
,
1
9
4

那
須
町

（
2）

③
障
害
者
（
児
）
社
会

参
加
促
進
事
業

・
身

体
障
害
者
福
祉
会
負
担
金

33
33

3
1

3
0

3
0

1
5
7

大
田
原
市

（
2）

③
障
害
児
通
所
支
援
事
業

・
こ
ど
も

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

な
す

の
園

負
担

金
1,
03
7

1,
16
3

1,
20
1

1
,
1
6
0

1
,
1
6
0

5
,
7
2
1

那
須
塩
原
市

（
2）

③
障
害
児
通
所
支
援
事
業

・
こ
ど

も
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
な

す
の

園
負

担
金

3,
78
0

3,
72
4

3,
71
0

3
,
7
8
0

3
,
7
8
0

1
8
,
7
7
4

那
須
町

（
2）

③
障
害
児
通
所
支
援
事
業

・
こ
ど

も
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
な

す
の

園
負

担
金

69
4

62
4

60
0

6
1
0

6
1
0

3
,
1
3
8

大
田
原
市

（
3）

①
図
書
館
相
互
利
用
の

研
究

0
0

0
0

（
連
携
市
町
）

（
3）

①
図
書
館
相
互
利
用
の

研
究

0
0

0
0

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る

 

平
成

2
8
年

度
の

協
議

を
経

て
、
平

成

2
9
年

度
以

降
の

事
業

を
決

定
す

る
。
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

大
田
原
市

（
3）

②
教
育
講
演
会
等
実
施

事
業

・
教

育
講
演
会
 講

師
謝
金
等

22
0

25
0

25
0

7
2
0

（
連
携
市
町
）

（
3）

②
教
育
講
演
会
等
実
施

事
業

0
0

0
0

大
田
原
市

（
3）

③
小
中
学
校
IC
T環

境
整

備
事
業

・
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
教
室
賃
借
料
等

11
6,
20
0

15
8,
76
0

15
6,
19
6

4
3
1
,
1
5
6

那
須
塩
原
市

（
3）

③
小
中
学
校
IC
T環

境
整

備
事
業

・
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
教
室
賃
借
料

0
16
8,
70
3

66
,2
08

2
3
4
,
9
1
1

那
須
町

（
3）

③
小
中
学
校
IC
T環

境
整

備
事
業

・
L
T
E
タ

ブ
レ

ッ
ト

及
び

W
i
-
F
i
ル

ー
タ

通
信

料

・
IC
T支

援
員
派
遣
業
務
委
託
料

・
電
子
黒
板
一
式
リ
ー
ス
料

0
0

10
,5
79

1
0
,
5
7
9

那
珂
川
町

（
3）

③
小
中
学
校
IC
T環

境
整

備
事
業

・
タ

ブ
レ
ッ
ト
賃
借
料

80
0

80
0

80
0

2
,
4
0
0

棚
倉
町

（
3）

③
小
中
学
校
IC
T環

境
整

備
事
業

・
パ

ソ
コ
ン
教
室
機
器
等
経
費

2,
00
0

0
1,
31
5

3
,
3
1
5

大
子
町

（
3）

③
小
中
学
校
IC
T環

境
整

備
事
業

・
教

室
用
パ
ソ
コ
ン
使
用
料

0
15
,9
54

8,
93
9

2
4
,
8
9
3

大
田
原
市

（
4）

①
広
域
観
光
推
進
事
業

・
観

光
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
デ

ジ
タ

ル
化

委
託

料
1,
32
0

88
0

88
0

3
,
0
8
0

那
須
塩
原
市

（
4）

①
広
域
観
光
推
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

24
0

16
0

16
0

5
6
0

那
須
町

（
4）

①
広
域
観
光
推
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

24
0

16
0

16
0

5
6
0

那
珂
川
町

（
4）

①
広
域
観
光
推
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

24
0

16
0

16
0

5
6
0

棚
倉
町

（
4）

①
広
域
観
光
推
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

24
0

16
0

16
0

5
6
0

矢
祭
町

（
4）

①
広
域
観
光
推
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

24
0

16
0

16
0

5
6
0

塙
町

（
4）

①
広
域
観
光
推
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

24
0

16
0

16
0

5
6
0

大
子
町

（
4）

①
広
域
観
光
推
進
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

24
0

16
0

16
0

5
6
0

大
田
原
市

（
4）

①
観
光
拠
点
施
設
整
備

事
業

・
や

す
ら

ぎ
の

湯
改

修
工

事
・

く
ら

し
の

館
屋

根
修

繕
工

事
（

H
2
8
）

・
フ

リ
ー

ザ
ー

購
入

（
H
2
8
）

2,
30
0

2,
00
0

31
,0
00

3
5
,
3
0
0

那
須
塩
原
市

（
4）

①
観
光
拠
点
施
設
整
備

事
業

・
木

の
俣

園
地

案
内

看
板

等
設

置
工

事
（

H
2
6
）

・
各
種
観
光
拠
点
施
設
修
繕
等

2,
13
7

2,
35
9

1,
65
5

6
,
1
5
1

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る

 

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る

 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

那
須
町

（
4）

①
観
光
拠
点
施
設
整
備

事
業

・
道

の
駅

那
須

高
原

友
愛

の
森

基
本

計
画

策
定

業
務

委
託

料
（

H
2
6
）

・
道

の
駅

東
山

道
伊

王
野

和
食

レ
ス

ト
ラ

ン
新

築
工

事
費

（
H
2
6
）

・
友

愛
の

森
再

整
備

支
援

業
務

委
託

費
（

H
2
7
）

・
友

愛
の

森
再

整
備

詳
細

設
計

業
務

委
託

費
（

H
2
7
）

・
友

愛
の

森
再

整
備

調
査

設
計

業
務

委
託

費
（

H
2
8
）

20
6,
14
4

42
,7
00

42
,0
00

2
9
0
,
8
4
4

農
山

漁
村

活
性

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
支

援
交

付
金

(
H
2
6
)

那
須

高
原

友
愛

の
森

再
整

備
事

業
債

（
H
2
8
）

那
珂
川
町

（
4）

①
観
光
拠
点
施
設
整
備

事
業

・
ま

ほ
ろ
ば
の
湯
改
修
工
事

・
扇

の
館
改
修
工
事

2,
50
0

18
,0
00

10
,3
82

3
0
,
8
8
2

棚
倉
町

（
4）

①
観
光
拠
点
施
設
整
備

事
業

・
ル

ネ
サ
ン
ス
棚
倉
施
設
修
繕
工
事

11
,9
00

5,
60
0

30
,9
0
0

4
8
,
4
0
0

矢
祭
町

（
4）

①
観
光
拠
点
施
設
整
備

事
業

・
舘

山
ラ

ン
ド

ス
ー

パ
ー

ス
ラ

イ
ダ

ー
撤

去
工

事
（

H
2
6
）

・
矢

祭
山

公
園

観
光

施
設

塗
装

工
事

等
（

H
2
7
）

12
,4
20

1,
60
0

0
1
4
,
0
2
0

ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー

ジ
回
復
市
町
村
交

付
金
事
業

塙
町

（
4）

①
観
光
拠
点
施
設
整
備

事
業

・
湯

遊
ラ
ン
ド
は
な
わ
施
設
修
繕
工
事

27
,4
21

13
,0
00

15
,0
0
0

5
5
,
4
2
1

大
子
町

（
4）

①
観
光
拠
点
施
設
整
備

事
業

・
観

光
施
設
補
修
工
事

5,
10
5

15
,9
59

51
,9
90

7
3
,
0
5
4

観
光

・
防

災
W
i
-
F
i
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
整

備
事

業
（

H
2
8
）

大
田
原
市

（
4）

②
圏
域
内
特
産
品
販
路

拡
大
事
業

・
大

田
原

市
産

業
文

化
祭

へ
の

出
店

等
（

特
産

品
等

の
販

売
出

店
経

費
）

・
道

の
駅

内
 
定

住
自

立
圏

コ
ー

ナ
ー

設
置

（
共

通
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
作

成
等

）
(
H
2
6
)

32
8

56
7

12
7

1
,
0
2
2

（
連
携
市
町
）

（
4）

②
圏
域
内
特
産
品
販
路

拡
大
事
業

0
0

0
0

大
田
原
市

（
5）

①
有
害
鳥
獣
等
対
策
事
業

・
有
害
鳥
獣
駆
除
機
器
購
入

61
6

0
0

6
1
6

（
連
携
市
町
）

（
5）

①
有
害
鳥
獣
等
対
策
事
業

0
0

0
0

大
田
原
市

（
5）

②
（

5）
③

電
気
自
動
車
等
導
入

促
進
事
業

・
電

気
自
動
車
等
導
入
経
費

・
電

気
自
動
車
等
リ
ー
ス
料

3,
97
8

9,
41
8

41
7

1
3
,
8
1
3

ク
リ

ー
ン

エ
ネ

ル
ギ

ー
自

動
車

等
導

入
促

進
対

策
費

補
助

金

那
須
塩
原
市

（
5）

③
電
気
自
動
車
等
導
入

促
進
事
業

・
電

気
自
動
車
導
入
経
費

0
3,
60
0

0
3
,
6
0
0

低
公

害
車

整
備

事
業

債
（

地
域

活
性

化
事

業
債

）

那
須
町

（
5）

②
電
気
自
動
車
等
導
入

促
進
事
業

・
電

気
自
動
車
管
理
費

・
急

速
充

電
器

保
守

点
検

管
理

業
務

委
託

料
1,
68
0

1,
48
5

1,
64
1

4
,
8
0
6

那
珂
川
町

（
5）

③
電
気
自
動
車
等
導
入

促
進
事
業

・
電

気
自
動
車
等
リ
ー
ス
料

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

3
,
0
0
0

大
子
町

（
5）

③
電
気
自
動
車
等
導
入

促
進
事
業

・
電

気
自
動
車
等
導
入
経
費

3,
32
6

0
0

3
,
3
2
6

ク
リ

ー
ン

エ
ネ

ル
ギ

ー
自

動
車

等
導

入
促

進
対

策
費

補
助

金

大
田
原
市

（
6）

（
6）

①
防
災
研
修
会
等
実
施

事
業

・
防

災
講
演
会
 講

師
謝
金
等

15
0

11
2

11
2

3
7
4

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る

 

詳
細

は
毎

年
度

の
予

算
で

定
め

る
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

那
須
塩
原
市

（
6）

（
6）

①
防
災
研
修
会
等
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

0
19

19
3
8

那
須
町

（
6）

（
6）

①
防
災
研
修
会
等
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

0
19

19
3
8

那
珂
川
町

（
6）

（
6）

①
防
災
研
修
会
等
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

0
19

19
3
8

棚
倉
町

（
6）

（
6）

①
防
災
研
修
会
等
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

0
19

19
3
8

矢
祭
町

（
6）

（
6）

①
防
災
研
修
会
等
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

0
19

19
3
8

塙
町

（
6）

（
6）

①
防
災
研
修
会
等
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

0
19

19
3
8

大
子
町

（
6）

（
6）

①
防
災
研
修
会
等
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

0
19

19
3
8

大
田
原
市

（
6）

（
6）

①

災
害
時
の
応
援
協
定

締
結
に
伴
う
避
難
所

等
整
備
事
業

・
大

田
原

西
地

区
公

民
館

空
調

設
備

改
修

工
事

費
(
H
2
6
、

H
2
7
)

・
災

害
備

蓄
品

購
入

（
H
2
8
）

30
,0
00

26
,0
00

16
,7
48

7
2
,
7
4
8

地
域

防
災

力
強

化
推

進
事

業
費

補
助

金
（

H
2
8
）

那
須
塩
原
市

（
6）

①
災
害
時
の
応
援
協
定

締
結
に
伴
う
避
難
所

等
整
備
事
業

・
小

学
校
耐
震
改
修
事
業

・
中

学
校
耐
震
改
修
事
業

11
2,
23
1

60
,9
56

0
1
7
3
,
1
8
7

合
併

特
例

債
(H
26
､H
27
)

那
須
町

（
6）

①
災
害
時
の
応
援
協
定

締
結
に
伴
う
避
難
所

等
整
備
事
業

・
伊

王
野

小
学

校
屋

内
運

動
場

耐
震

補
強

工
事

監
理

業
務

委
託

費
（

H
2
7
）

・
伊

王
野

小
学

校
屋

内
運

動
場

耐
震

補
強

工
事

費
（

H
2
7
）

・
旧

大
沢

小
学

校
屋

内
運

動
場

耐
震

補
強

工
事

管
理

業
務

委
託

費
（

H
2
8
）

・
旧

大
沢

小
学

校
屋

内
運

動
場

耐
震

補
強

工
事

費
（

H
2
8
）

2,
50
0

11
,5
00

9,
48
2

2
3
,
4
8
2

伊
王

野
小

学
校

屋
内

運
動

場
耐

震
補

強
事

業
債

（
H
2
7
）

旧
大

沢
小

学
校

屋
内

運
動

場
耐

震
補

強
事

業
債

（
H
2
8
）

那
珂
川
町

（
6）

①
災
害
時
の
応
援
協
定

締
結
に
伴
う
避
難
所

等
整
備
事
業

・
馬

頭
中
学
校
施
設
整
備
事
業

36
9,
28
0

0
26
,7
00

3
9
5
,
9
8
0

・
合

併
特

例
債

・
元

気
の

森
づ

く
り

推
進

市
町

村
交

付
金

・
防

災
拠

点
施

設
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
導

入
支

援
事

業

棚
倉
町

(6
)

災
害
時
の
応
援
協
定

締
結
に
伴
う
避
難
所

等
整
備
事
業

・
避

難
所
（
地
域
集
会
施
設
）
修
繕
事

業
費

15
,0
00

8,
00
0

60
0

2
3
,
6
0
0

矢
祭
町

(6
)

災
害
時
の
応
援
協
定

締
結
に
伴
う
避
難
所

等
整
備
事
業

・
山

村
開
発
セ
ン
タ
ー
改
修
工
事
の
う

ち
備

蓄
倉
庫
設
置

5,
00
0

10
,0
00

0
1
5
,
0
0
0

復
興
交
付
金

塙
町

(6
)

災
害
時
の
応
援
協
定

締
結
に
伴
う
避
難
所

等
整
備
事
業

・
塙

町
公
民
館
大
研
修
室
冷
房
設
置
工

事
（

H2
6）

20
,0
00

0
0

2
0
,
0
0
0

大
子
町

（
6）

①
災
害
時
の
応
援
協
定

締
結
に
伴
う
避
難
所

等
整
備
事
業

・
防

災
倉
庫
整
備
工
事
（
H2
6）

・
自

主
防
災
組
織
運
営
費
補
助
金

・
避

難
所
修
繕
工
事

58
,3
55

11
,8
24

11
,8
26

8
2
,
0
0
5

施
設
整
備
事
業

債
（
H
2
6
）

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る

 

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

大
田
原
市

（
6）

②
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル

無
線
等
整
備
事
業

・
消

防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
整
備
に
係

る
広

域
消
防
負
担
金

18
,6
84

25
,2
76

0
0

0
4
3
,
9
6
0

那
須
塩
原
市

（
6）

②
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル

無
線
等
整
備
事
業

・
消

防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
整
備
に
係

る
広

域
消
防
負
担
金

14
,7
17

19
,5
55

0
0

0
3
4
,
2
7
2

合
併
特
例
債

那
須
町

（
6）

②
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル

無
線
等
整
備
事
業

・
消

防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
整
備
に
係

る
広

域
消
防
負
担
金

5,
08
5

6,
75
6

0
0

0
1
1
,
8
4
1

那
珂
川
町

（
6）

②
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル

無
線
等
整
備
事
業

・
消

防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
整
備
に
係

る
広

域
消
防
負
担
金

7,
20
8

14
,4
35

0
0

0
2
1
,
6
4
3

大
田
原
市

（
7）

①
無
料
法
律
相
談
実
施

事
業

・
無

料
法
律
相
談
 委

託
料
等

50
0

1,
20
0

1,
20
0

2
,
9
0
0

（
連
携
市
町
）

（
7）

①
無
料
法
律
相
談
実
施

事
業

0
0

0
0

大
田
原
市

（
7）

①
消
費
生
活
相
談
実
施

事
業

・
消

費
生
活
相
談
員
等
研
修
会
謝
金

0
15
0

0
1
5
0

（
連
携
市
町
）

（
7）

①
消
費
生
活
相
談
実
施

事
業

0
0

0
0

大
田
原
市

（
7）

①
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
共
同
利
用

・
消

費
者
行
政
費

0
9,
93
0

10
,0
50

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

3
9
,
9
8
0

地
方

消
費

者
行

政
活

性
化

事
業

費
補

助
金

那
珂
川
町

（
7）

①
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
共
同
利
用

・
消

費
生
活
相
談
業
務
委
託
負
担
金

0
1,
48
4

1,
57
0

1
,
4
0
0

1
,
4
0
0

5
,
8
5
4

大
田
原
市

（
7）

①
（

7）
②

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
構

築
・
運
営
事
業

・
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
業
務
委
託

料
44
0

82
4

17
9

1
,
4
4
3

那
須
塩
原
市

（
7）

②
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
構

築
・
運
営
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
44

3
2

1
5
6

那
須
町

（
7）

②
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
構

築
・
運
営
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
44

3
2

1
5
6

那
珂
川
町

（
7）

②
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
構

築
・
運
営
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
44

3
2

1
5
6

棚
倉
町

（
7）

①
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
構

築
・
運
営
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
44

3
2

1
5
6

矢
祭
町

（
7）

②
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
構

築
・
運
営
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
44

3
2

1
5
6

塙
町

（
7）

①
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
構

築
・
運
営
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
44

3
2

1
5
6

大
子
町

（
7）

②
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
構

築
・
運
営
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
44

3
2

1
5
6

大
田
原
市

（
7）

①
（

7）
②

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
構

築
・
運
営
事
業

・
モ

ー
シ
ョ
ン
マ
ン
ガ
制
作
業
務
委
託

料
0

50
0

50
0

1
,
0
0
0

大
田
原
市

（
7）

①
（

7）
②

生
活
情
報
サ
ー
ビ
ス

メ
ー
ル
配
信
事
業

・
生

活
情
報
サ
ー
ビ
ス
メ
ー
ル
の
充
実

に
係

る
経
費

0
0

0
0

0
0

（
連
携
市
町
）

（
7）

①
（

7）
②

生
活
情
報
サ
ー
ビ
ス

メ
ー
ル
配
信
事
業

・
生

活
情
報
サ
ー
ビ
ス
メ
ー
ル
の
充
実

に
係

る
経
費

0
0

0
0

0
0

大
田
原
市

(1
)

広
域
的
な
地
域
公
共

交
通
の
研
究

0
0

0
0

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

（
連
携
市
町
）

(1
)

広
域
的
な
地
域
公
共

交
通
の
研
究

0
0

0
0

大
田
原
市

（
1）

（
2）

道
路
イ
ン
フ
ラ
整
備

促
進
の
要
望
活
動
等

・
圏

域
図
作
成
業
務
委
託
料
（
H2
6）

・
交

通
イ
ン
フ
ラ
基
礎
調
査
業
務
委
託

（
H2

7、
H2
8）

1,
93
6

2,
20
0

6,
60
0

1
0
,
7
3
6

那
須
塩
原
市

(2
)

道
路
イ
ン
フ
ラ
整
備

促
進
の
要
望
活
動
等

・
大

田
原
市
負
担
金

35
2

40
0

1,
20
0

1
,
9
5
2

那
須
町

(2
)

道
路
イ
ン
フ
ラ
整
備

促
進
の
要
望
活
動
等

・
大

田
原
市
負
担
金

35
2

40
0

1,
20
0

1
,
9
5
2

那
珂
川
町

(2
)

道
路
イ
ン
フ
ラ
整
備

促
進
の
要
望
活
動
等

・
大

田
原
市
負
担
金

35
2

40
0

1,
20
0

1
,
9
5
2

棚
倉
町

(1
)

道
路
イ
ン
フ
ラ
整
備

促
進
の
要
望
活
動
等

・
大

田
原
市
負
担
金

35
2

40
0

1,
20
0

1
,
9
5
2

矢
祭
町

(1
)

道
路
イ
ン
フ
ラ
整
備

促
進
の
要
望
活
動
等

・
大

田
原
市
負
担
金

35
2

40
0

1,
20
0

1
,
9
5
2

塙
町

(1
)

道
路
イ
ン
フ
ラ
整
備

促
進
の
要
望
活
動
等

・
大

田
原
市
負
担
金

35
2

40
0

1,
20
0

1
,
9
5
2

大
子
町

(2
)

道
路
イ
ン
フ
ラ
整
備

促
進
の
要
望
活
動
等

・
大

田
原
市
負
担
金

35
2

40
0

1,
20
0

1
,
9
5
2

大
田
原
市

（
2）

（
3）

交
流
イ
ベ
ン
ト
実
施

事
業

・
八

溝
山
に
関
連
す
る
基
調
講
演
会
開

催
経

費
1,
00
0

0
0

0
0

1
,
0
0
0

大
田
原
市

（
2）

（
3）

交
流
イ
ベ
ン
ト
実
施

事
業

・
八

溝
山
周
辺
地
域
定
住
自
立
圏
シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム
開
催
経
費

44
0

0
0

0
0

4
4
0

那
須
塩
原
市

(3
)

交
流
イ
ベ
ン
ト
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
0

0
8
0

那
須
町

(3
)

交
流
イ
ベ
ン
ト
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
0

0
8
0

那
珂
川
町

(3
)

交
流
イ
ベ
ン
ト
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
0

0
8
0

棚
倉
町

(2
)

交
流
イ
ベ
ン
ト
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
0

0
8
0

矢
祭
町

(2
)

交
流
イ
ベ
ン
ト
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
0

0
8
0

塙
町

(2
)

交
流
イ
ベ
ン
ト
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
0

0
8
0

大
子
町

(3
)

交
流
イ
ベ
ン
ト
実
施

事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
0

0
8
0

大
田
原
市

（
2）

（
3）

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
各

団
体

へ
の

結
婚

促
進

事
業

へ
の

支
援

・
婚
活
マ
ス
タ
ー
事
業
等

6,
40
0

5,
50
0

3,
00
0

1
4
,
9
0
0

那
須
塩
原
市

(3
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
結

婚
に
関
す
る
市
民
意
識
調
査
及
び

総
合

戦
略
策
定

0
0

5,
00
0

5
,
0
0
0

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る

 

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を
経
て

、
平
成

2
9
年
度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

那
須
町

(3
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
と

ち
ぎ
未
来
ク
ラ
ブ
の
サ
ポ
ー
タ
ー

登
録

者
謝
礼

・
結

婚
活
動
・
出
会
い
事
業

92
4

30
7

39
7

1
,
6
2
8

那
珂
川
町

(3
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
各
団

体
へ

の
結

婚
促

進
事

業
へ

の
支

援
60
0

60
0

60
0

1
,
8
0
0

棚
倉
町

(2
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
結

婚
紹
介
者
等
報
償
費

60
60

6
0

1
8
0

矢
祭
町

(2
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
結

婚
セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

・
結

婚
相
談
員
の
配
置

3,
20
0

4,
50
0

3,
90
7

1
1
,
6
0
7

塙
町

(2
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
出

会
い
事
業
の
開
催

・
結

婚
促
進
報
奨
金

70
0

50
0

2,
00
0

3
,
2
0
0

大
子
町

(3
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
出

会
い

パ
ー

テ
ィ

事
業

費
（

H
2
6
）

・
結

婚
活

動
支

援
事

業
費

・
ベ

ス
ト

パ
ー

ト
ナ

ー
助

成
金

・
結

婚
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
事

業
費

（
H
2
6
）

・
婚

活
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

報
酬

5,
56
0

95
0

87
6

7
,
3
8
6

地
域
尐
子
化
対

策
強
化
交
付
金

（
H
2
6
）

大
田
原
市

（
2）

（
3）

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
観

光
地
周
遊
婚
活
バ
ス
ツ
ア
ー
業
務

委
託

（
H2
7、

H2
8）

44
0

1,
38
0

1,
16
0

2
,
9
8
0

那
須
塩
原
市

(3
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

80
16
0

12
0

3
6
0

那
須
町

(3
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

80
16
0

12
0

3
6
0

那
珂
川
町

(3
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

80
16
0

12
0

3
6
0

棚
倉
町

(2
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

80
16
0

12
0

3
6
0

矢
祭
町

(2
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

80
16
0

12
0

3
6
0

塙
町

(2
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

80
16
0

12
0

3
6
0

大
子
町

(3
)

結
婚
促
進
対
策
事
業

・
大
田
原
市
負
担
金

80
16
0

12
0

3
6
0

大
田
原
市

（
2）

（
3）

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ

ム
推
進
事
業

-
-

0
0

（
連
携
市
町
）

（
2）

（
3）

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ

ム
推
進
事
業

-
-

0
0

大
田
原
市

(3
)

歴
史
・
芸
術
・
文
化

企
画
展
等
実
施
事
業

0
0

0
0

（
連
携
市
町
）

（
3）

（
4）

歴
史
・
芸
術
・
文
化

企
画
展
等
実
施
事
業

0
0

0
0

大
田
原
市

(3
)

歴
史
・
芸
術
・
文
化

企
画
展
等
実
施
事
業

・
な

す
風
土
記
の
丘
湯
津
上
資
料
館
運

営
費

（
企
画
展
分
）

0
2,
80
5

1,
67
8

4
,
4
8
3

那
珂
川
町

(3
)

歴
史
・
芸
術
・
文
化

企
画
展
等
実
施
事
業

・
な

す
風
土
記
の
丘
小
川
資
料
館
運
営

費
（

企
画
展
分
）

0
90
8

90
8

1
,
8
1
6

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る

 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

大
田
原
市

（
3）

（
4）

歴
史
・
芸
術
・
文
化

企
画
展
等
実
施
事
業

・
那

須
地
区
文
化
協
会
負
担
金

85
8

85
7

85
5

8
5
7

8
5
7

4
,
2
8
4

那
須
塩
原
市

(4
)

歴
史
・
芸
術
・
文
化

企
画
展
等
実
施
事
業

・
那

須
地
区
文
化
協
会
負
担
金

1,
27
7

1,
27
9

1,
28
3

1
,
2
7
9

1
,
2
7
9

6
,
3
9
7

那
須
町

(4
)

歴
史
・
芸
術
・
文
化

企
画
展
等
実
施
事
業

・
那

須
地
区
文
化
協
会
負
担
金

34
5

34
4

34
2

3
4
4

3
4
4

1
,
7
1
9

大
田
原
市

（
3）

（
4）

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
Ｊ

リ
ー

グ
観

戦
及

び
サ

ッ
カ

ー
教

室
の
開

催
経
費

66
0

66
0

44
0

1
,
7
6
0

那
須
塩
原
市

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

12
0

12
0

80
3
2
0

那
須
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

12
0

12
0

80
3
2
0

那
珂
川
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

12
0

12
0

80
3
2
0

棚
倉
町

※
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

12
0

12
0

80
3
2
0

※
圏

域
内

の
交

流
促

進
を

準
用

矢
祭
町

※
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

12
0

12
0

80
3
2
0

※
圏

域
内

の
交

流
促

進
を

準
用

塙
町

(3
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

12
0

12
0

80
3
2
0

大
子
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

・
バ

ス
借
上
料
等

30
4

12
0

80
5
0
4

大
田
原
市

（
3）

（
4）

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
野

球
教
室
の
開
催
経
費

52
0

44
0

66
0

1
,
6
2
0

那
須
塩
原
市

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

12
0

2
8
0

那
須
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

12
0

2
8
0

那
珂
川
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

12
0

2
8
0

棚
倉
町

※
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

12
0

2
8
0

※
圏

域
内

の
交

流
促

進
を

準
用

矢
祭
町

※
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

12
0

2
8
0

※
圏

域
内

の
交

流
促

進
を

準
用

塙
町

(3
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

12
0

2
8
0

大
子
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

17
2

80
12
0

3
7
2

大
田
原
市

（
3）

（
4）

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
教
室
の
開
催
経
費

52
0

44
0

44
0

1
,
4
0
0

那
須
塩
原
市

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

8
0

2
4
0

那
須
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

8
0

2
4
0

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

那
珂
川
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

8
0

2
4
0

棚
倉
町

※
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

8
0

2
4
0

※
圏

域
内

の
交

流
促

進
を

準
用

矢
祭
町

※
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

8
0

2
4
0

※
圏

域
内

の
交

流
促

進
を

準
用

塙
町

(3
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
80

8
0

2
4
0

大
子
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

・
バ

ス
借
上
料
等

17
2

80
80

3
3
2

大
田
原
市

（
3）

（
4）

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
圏

域
内

マ
ラ

ソ
ン

大
会

参
加

者
記

念
品

40
0

37
8

37
8

3
7
8

4
0
0

1
,
9
3
4

大
田
原
市

（
3）

（
4）

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
那

須
地
区
体
育
協
会
負
担
金

1,
47
1

1,
46
9

1,
46
6

1
,
4
7
0

1
,
4
7
0

7
,
3
4
6

那
須
塩
原
市

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
那

須
地
区
体
育
協
会
負
担
金

2,
19
0

2,
19
5

2,
20
2

2
,
1
9
0

2
,
1
9
0

1
0
,
9
6
7

那
須
町

(4
)

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

等
実
施
事
業

・
那

須
地
区
体
育
協
会
負
担
金

59
3

59
0

58
6

5
9
0

5
9
0

2
,
9
4
9

大
田
原
市

(1
)

職
員
研
修
実
施
事
業

・
職

員
研
修
 委

託
料

13
2

33
2

13
2

5
9
6

那
須
塩
原
市

(1
)

職
員
研
修
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

24
24

2
4

7
2

那
須
町

(1
)

職
員
研
修
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

24
24

2
4

7
2

那
珂
川
町

(1
)

職
員
研
修
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

24
24

2
4

7
2

棚
倉
町

(1
)

職
員
研
修
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

24
24

2
4

7
2

矢
祭
町

(1
)

職
員
研
修
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

24
24

2
4

7
2

塙
町

(1
)

職
員
研
修
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

24
24

2
4

7
2

大
子
町

(1
)

職
員
研
修
実
施
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

24
24

2
4

7
2

大
田
原
市

(1
)

職
員
交
流
実
施
事
業

0
0

0
0

0
0

（
連
携
市
町
）

(1
)

職
員
交
流
実
施
事
業

0
0

0
0

0
0

大
田
原
市

(2
)

外
部
人
材
等
派
遣
事
業

・
Ｉ

Ｃ
Ｔ

地
域

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

報
償

費
（

H
2
6
）

・
地

域
活

性
化

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

報
償

費
等

（
H
2
6
、

H
2
7
）

74
0

30
0

0
1
,
0
4
0

那
須
塩
原
市

(2
)

外
部
人
材
等
派
遣
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
8
0

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て
、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

詳
細

は
毎

年
度

の
予
算
で

定
め
る

 

詳
細
は

毎
年
度

の
予
算

で

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
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市
町
名

協
定

項
目

（
第

3
条

）
事
業
名

事
業
概
要

Ｈ
26

事
業

費
Ｈ

27
事

業
費

Ｈ
28

事
業

費
Ｈ

29
事

業
費

Ｈ
30

事
業

費
計

補
助

金
・

起
債

名
等

備
考

那
須
町

(2
)

外
部
人
材
等
派
遣
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
8
0

那
珂
川
町

(2
)

外
部
人
材
等
派
遣
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
8
0

棚
倉
町

(2
)

外
部
人
材
等
派
遣
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
8
0

矢
祭
町

(2
)

外
部
人
材
等
派
遣
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
8
0

塙
町

(2
)

外
部
人
材
等
派
遣
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金

80
0

0
8
0

大
子
町

(2
)

外
部
人
材
等
派
遣
事
業

・
大

田
原
市
負
担
金
（
H2
6）

・
Ｉ

Ｃ
Ｔ

監
理

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

支
援

業
務

2,
28
4

1,
10
0

2,
20
4

5
,
5
8
8

大
田
原
市

(3
)

共
同
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス

テ
ム
の
研
究

0
0

0
0

（
連
携
市
町
）

(3
)

共
同
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス

テ
ム
の
研
究

0
0

0
0

平
成

2
8
年
度
の
協
議
を

経
て

、
平
成

2
9
年

度
以
降
の
事
業
を
決
定
す
る

。
 

詳
細

は
毎

年
度

の
予

算
で

定
め

る
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７ 資料編 

（１）八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン策定の主な経緯 

 

年 月 日 内  容 

平成２３年  

    １０月１４日 定住自立圏に関する勉強会（総務省による講演等） 

平成２４年  

      １月５日 八溝山周辺地域定住自立圏構想研究会の設立、第１回研究会 

２月２０日 第２回八溝山周辺地域定住自立圏構想研究会 

５月１０日 第３回八溝山周辺地域定住自立圏構想研究会 

６月２６日 第１回八溝山周辺地域定住自立圏構想研究会分科会 

     ７月３０日 第２回八溝山周辺地域定住自立圏構想研究会分科会 

９月４日 第３回八溝山周辺地域定住自立圏構想研究会分科会 

１０月１２日 分科会座長会議 

１０月２２日～２３日 第４回八溝山周辺地域定住自立圏構想研究会分科会 

１１月１９日～２０日 第５回八溝山周辺地域定住自立圏構想研究会分科会 

平成２５年  

     １月２１日 関係副市町長会議 

１月２８日 関係市町長会議 

３月４日 中心市宣言 

４月１日 八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会の設置 

４月１０日 平成２５年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

４月１２日 担当部課長会議 

５月１日 八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会の設立 

６月１１日 平成２５年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

７月８日～１６日 八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 平成２５年度第１回部会 

８月５日～７日 八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 平成２５年度第２回部会 

９月１０日 平成２５年度第３回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

９月１９日 八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会幹事会（持回り） 

９月２７日 八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会連絡調整会議 

１０月３日～８日 八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会（持回り） 

１０月２２日～２４日 八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 平成２５年度第３回部会 

１１月５日 平成２５年度第４回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

１２月３日～１９日 

八溝山周辺地域定住自立圏形成協定の締結に関する議決 

大田原市１２月１９日 、 那須塩原市１２月１８日 

那 須 町１２月 ２日 、 那珂川町１２月 ６日 

棚 倉 町１２月１１日 、 矢 祭 町１２月１３日 

塙 町１２月１７日 、 大 子 町１２月１２日 
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年 月 日 内  容 

平成２６年  

     １月２７日  八溝山周辺地域定住自立圏形成協定合同調印式 

４月 ９日  平成２６年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

     ４月１１日  平成２６年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会幹事会 

５月１３日  平成２６年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

６月１８日  平成２６年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会 

６月２５日  平成２６年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会幹事会 

６月２７日～７月 ３日  八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 平成２６年度第１回部会 

７月 ９日  平成２６年度第３回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

８月 ７日  平成２６年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会 

９月 ５日  平成２６年度第４回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

１０月 ２日  平成２６年度第３回八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会 

１０月２４日  
八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会連絡調整会議 

平成２６年度第３回八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会幹事会 

１０月３０日  八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 

１０月３０日  八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン策定 

平成２７年  

  ４月９日  平成２７年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

４月１５日  平成２７年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会幹事会 

 ５月１４日  平成２７年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

５月１９日～５月２８日  平成２７年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 各部会 

７月 ２日  平成２７年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会 

７月１３日～７月１６日  平成２７年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会幹事会 

７月２４日  八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会連絡調整会議 

９月 ８日  平成２７年度第３回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

１０月 ８日  平成２７年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会 

１０月２６日  八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 

１０月２６日  八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン変更（平成２７年度版） 

１１月１９日     平成２７年度第４回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

平成２８年  

４月 ９日  平成２８年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

４月２０日  平成２８年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会幹事会 

５月２６日  平成２８年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

６月２９日～７月１２日   平成２８年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 各部会 

７月１４日  平成２８年度第１回八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会 
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（２）八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン（以下「共生ビジョン」という。）

の策定又は変更その他八溝山周辺地域定住自立圏の推進に関し、必要な検討を行うため、大田

原市附属機関設置条例（平成２５年条例第２４号）第２条の規定に基づき設置された、八溝山

周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会（以下「懇談会」という。）の組織、運営その他必要

な事項について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 八溝山周辺地域定住自立圏 定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総務省

総行応第３９号総務事務官通知。以下「要綱」という。）の規定に基づき、中心市宣言を行

った大田原市並びに大田原市と連携の意思を有する那須塩原市、那須町、那珂川町、棚倉

町、矢祭町、塙町及び大子町の圏域をいう。 

⑵ 八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン 要綱第６に規定する定住自立圏共生ビジョン

をいう。 

年 月 日 内  容 

平成２８年  

９月 ２日  平成２８年度第３回八溝山周辺地域定住自立圏庁内検討委員会 

９月２１日～２８日  平成２８年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 各部会 

９月２９日  平成２８年度第２回八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会 

１０月７日  八溝山周辺地域定住自立圏連絡調整会議 

１０月２８日  八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会 

１０月２８日  八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン変更（平成２８年度版） 

八溝山周辺地域定住自立圏形成協定 

合同調印式 

八溝山周辺地域定住自立圏 

共生ビジョン懇談会 
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（所掌事務） 

第３条 懇談会は、次に掲げる事項について協議する。 

⑴ 共生ビジョンの策定又は変更に関すること。 

⑵ その他八溝山周辺地域定住自立圏の推進に関すること。 

（組織） 

第４条 懇談会は、委員２４人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

⑴ 識見を有する者 

⑵ 八溝山周辺地域定住自立圏形成に関する協定書に掲げられた政策分野の関係者 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 懇談会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 懇談会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 懇談会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年１月１日から施行する。 

（会議の招集） 

２ この要綱の施行後初めて開かれる会議は、第７条第１項の規定にかかわらず、市長が招集す

る。 

（最初に委嘱又は任命される委員の任期の特例） 

３ この要綱の施行日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第５条第１項本文の規定に

かかわらず、平成２８年３月３１日までとする。 
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（３）八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員名簿 

 

№ 市町名 氏 名 分野 備考 

１ 大田原市 小林 雅彦 福祉 会長 

２ 大田原市 北島 敏光 医療  

３ 大田原市 増山 茂樹 医療  

４ 大田原市 中村 勝則 産業  

５ 大田原市 玉木  茂 産業 副会長 

６ 大田原市 岡野 繁雄 産業  

７ 大田原市 屋代 重夫 産業  

８ 大田原市 吉岡 博美 産業  

９ 大田原市 室井 祐之 自治会  

１０ 那須塩原市 荻原 正寿 産業  

１１ 那須塩原市 村山  茂 産業  

１２ 那須町 川崎 庚生 自治会  

１３ 那須町 廣川 琢哉 産業  

１４ 那珂川町 矢内  修 福祉  

１５ 那珂川町 野口 勝明 産業  

１６ 棚倉町 大野 和男 産業  

１７ 棚倉町 緑川 好浩 産業  

１８ 矢祭町 尾亦 正光 産業  

１９ 矢祭町 押田 洋平 産業  

２０ 塙 町 鈴木 美香 産業  

２１ 塙 町 吉田 昌弘 産業  

２２ 大子町 大藤 博文 産業  

２３ 大子町 石井 隆之 産業  

（委嘱期間：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日） 
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八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン 

平成２６年１０月策定 

平成２７年１０月変更（第１回） 

平成２８年１０月変更（第２回） 

 

             〒324-8641 

            栃木県大田原市本町１丁目４番１号 

            大田原市総合政策部政策推進課 

            TEL 0287-23-8701 

            FAX 0287-23-8748 

            E-mail seisakusuishin@city.ohtawara.tochigi.jp 
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